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令和5年3月吉日
塁

特定非営利活動洪人

清水障害者サポートセンターそら

理事長 山本忠広＃

法人会員継続（年会費の納入）のお願い

日頃より当法人の活動に多大なご支援とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。皆様

のお蔭で本年度も順調に事業運営できておりますことも合わせてご報告させていた

だきます。

さて、本年度に引き続き、令和5年度も法人会員の継続をお願い致します。書中に

てのご案内で失礼とは存じますが、ご協力のほど宜しくお願いします。

※マーカーで印された所が現在の会員区分と前回の会費納入方法になります。

また、年会費の納入は4月中にお願いします。

※会員区分の変更や退会、その他ご不明な点がありましたらご連絡ください。

お問合せ先:054-366-8000

現在の

会員灰分

と年会費

匠套員-百万面~百1． ． ． ． ．会員総会に参加(議決権を有する)する個人
廣莇芸臺~百万55~円1． ． ． ．法人の理念に賛同し協力する個人
廣莇団廠芸員-1万万面~囿・ ・法人の理念に賛同し協力する団体(法人）

》

OO850-O-121994

清水障害者サポートセンターそら

※お振込の場合、依頼者名はご利用者様のお名前でご記入ください。

※3月分のご利用料がある方は、ご利用料と共にご入金ください。

銀行振込

清水銀行堂林支店普通2194896

特定非営利活動法人清水障害者サポートセンターそら理事長山本忠広

※お振込の場合、依頼者名はご利用者様のお名前でご記入ください。

口座引落
引落日は4月25日（火）になります。

※ご利用料の口座引落をご契約頂いている方は年会費口座引落となります。

集 金 担当職員がご自宅へ伺います。

持 参
平日9時から16時の間で法人事務所までお持ちください。

※3月分のご利用料がある方は、ご利用料と一緒にお持ちください。



第1章総則

（名称） 、

第1条この法人は､特定非営利活動法人清水障害者サポートｾﾝﾀｰそら（以下「法

人」 という｡） という。

（事務所）

第2条この法人はく主たる事務所を静岡県静岡市に置く。

．第2章目的及び事業

（目的）

第3条どの法人は､.障害児・者及び介護を必要とする方営とその家族に、総合的な福祉

サービスを提供していくごとにより、地域社会で自立し、心豊かに生活できるよ.う援助

することを目的とする。 ．

○、

（特定非営利活動の種類）

第4条この法人は、第3条の目的を達成するためく特定非営利活動促進法（以下「法」

とい．う｡）第2条別表のうち、次に掲げる種類の活動を総合的に行う。

（1）保健、医療又は福祉の増進を図る活動

一（2）まちづ.く･りの推進を図る活動

（3）人権の擁護又は平和の推進を図る活動

．（4）子どもの健全育成を図る活動 ．

（5）情報化社会の発展を図る活動

（6.）前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡､‘助言又は援助の活

動

一
色

=丁

○

（事業）

第5条この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行

・ う。 。

（ユ）会員制による有料介助者派遣及び福祉有償運送の事業 ．

（2）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく委託相談

支援事業

（3）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談

・支援事業 ．

（4）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉

－1－



サービス事業

（5）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく.障害者移
・動支援事業

（6）介護保険法に基づく訪問事業

（7）介護保険法に基づく第1号訪問事業

（8）介護保険法に基づく居宅介護支援事業

（9）児童福祉法に基づく障害児相談支援事業

(10)児童福祉法に基づく障害児通所支援事業

(ユユ）その他、この法人の目的を達成するための事業

f

／へ

/ ｝
第3章会員

（会員の種別） ．

第6条この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。

： （1）正会員 この法人の目的に賛同して入会手続きを完了した個人及び団体

． （2）賛助会員 ．この法人の事業を賛助するために入会手続きを完了した個人及び団体
､

（会員の入会）

第7条この法人の会員として入会を希望する者は、理事長が別に定める入会申込書によ
り、理事長へ申し込むものとし、理事長は正当な理由が注い限り、入会を認めなければ
ならない。 ・

2理事長は、前項の者の入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書面をもって、
入会申込書に記入してある本人又は団体にその旨を通知しなければならない。

二

■口

■－F

（会費）

第8条会員は、理事会において定めた年会費を崖人に納入しなければならない。

（会員の資格の喪失）

第9条この法人の会員が孜の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪
失する。

（ユ）会員が退会届を提出又は退会の意思を理事長へ伝達したとき

(2)会員本人が死亡し､又は､会員である団体が消滅したとき
（3）年会費を継続してユ年以上滞納したとき 〃

．（4）除名されたとき

(会員の退会）

句
＝圭一



第ﾕ0条会員は、理事長に対し、退会届の提出又は退会の意思を伝達することで、任意に

退会することがてぎる。

（会員の除名）

第11条会員が次の各号のいずれかに該当ずるに至ったときは､･総会の議決により、その

、会員を除名するこ･とができる。この場合、その会員に対し､･議決の前に弁明の機会を与

えなければならない。 ．

（1．)･この定款及び各種法令等に違反したとき． ． 、

（2）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

拠出金品の不返還）

第哩条この法人は、すでに納入された会費及びその他の拠出金品は返還しない。 ○

第4章役員

（役員の種類及び定勤

第ユ3条この法人に、次の役員を置く。

． （ユ）理事長 ユ人

（2）副理事長ユ人以上 、

（3）理事（理事長及び副理事長を含む） 5人以上

（4）監事 2人以上

（役員の選任等）

第14条この法人の理事及び監事は、総会において選任する。

2理事長及び副理事長は､･理事の互選により決定する。

3監事は、理亭又はこの法人の職員を兼ねることができない。 ・

4法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

5役員のうちには、それぞれの役員について､､その配偶者若しくば3親等以内の親族が

1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総

数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

○

（役員の職務）

第15条．この法人の理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。

2副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し七理事長があらかじめ理事会の議決を経

て定めた順序により、理事長に事故があるときはその職務を代理し､.理事長が欠けたと

きはその職務を行う。

－3－



3理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業
務の執行を決定する｡ 、

4監事は、吹に掲げる職務を行う。

（1）理事の業務執行の状況を監査すること

（2）この法人の財産の状況ぞ霊すること

（3）前2号の規定による監査の結果､ .この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は

・ 法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総
会又は所轄庁に報告すること

（4） .前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること ‘ ．

（5）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、

， 若しくは理事会の招集を請求すること

f~、

（役員の任期等）

第エ6条この法人の役員任期は、 2年とする。ただし、再任を妨げない。

2前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最

初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者の任期の残
存翔問とする。

4役員は、辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務をおこな

わなければならない。

一

二

．(役員の欠員補充）

第17条．この法人の理事叉は監事のうち､その定数の3分のユを超える者が欠けたときはく
遅滞なくこれを補充しなはればならない。

I
n f

（役員癖任）

第.18条この法人の役員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、

その役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、謹決する前に弁明の機
会を与えなければならない。

（1）心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき

（2）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

（役員の報酬）

第19条この法人の役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができ
る。

2 この法人の役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

－4－



f

3前2項に関し、必要な事項は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第5章総会

（総会の種別）

第20条この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

I

（総会の構成）

第2ｴ条この法人の総会は、正会員をもって構成する。

（総会の権龍）

第22条この法人の総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。

． （ユ）定款の変更 ．

（､2）解散.

． （3）合併 ．

． ．（4）事業報告及び決算

（5）役員の選任又は解任、並びに職務．．

（6）会員の除名．

（『）その他この法人の運営に関す石重要事項

○

=

一

（総会の開催） ． ．

第23条この法人の通常総会は、毎年エ回開催する。

2臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

（ユ）理事会が必要と認め招集の請求をしたとき ．

‐(2)会員総数の5分のユ以_Eから会議の目的である事項を記載した書面により招集の

請求があったとき ．

（3）第15条第4項第4号の規定により．闇監事から招集があったとき 。

○

｡(総会の招集）

第24条この法人の総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2理事長は､前条第2項の規定による請求があったときはくその日から30日以内に臨

時総会を招集しなければなら注い。

3．総会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審蓋事項を示した書面により、

少なくとも5日前までに通知しなければならない。

1

(総会の議長）

－5＝



第25条この法人の総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

（総会の定足数）

第26条この法人の総会は､正会員総数の2分の1以上の出席がなけ利ま開会することが

できない。

（総会の議決）

第27条この法人の総会における議決事項は､第24条第3項の規定によりあらかじめ通

知した事項とする。ただし､･議事が緊急を要するもので、総会出席者の3分の1以上の

同意があった場合は、この限りではない. ⑥

2総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決

し、可否同数のときは、議長の決するところによる6

乱

､/『へ1

（総会の表決権等）

第28条正会員の表決権は、平等鞍るものとする｡. 。

2やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に

ついて書面又は電磁的方法をもって表探し､若しくは他の正会員を代理人として表決を

委任することができる。 、

3前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条及び第29条第2項の適用

については、総会に出席したものとみなま。

4総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わるこ

とができない。

F■

』

』

（総会の議事銅

第29条この法人の総会の議事については、次の事項を記載した護亭録を作成しなければ

ならない。 ．

． （1） 日時及び場所 “

（2）正会員総数及び出席者数（書面等表決者又は表決委任者がある場合にあってはそ

の数を付記すること｡）

（3）.審議事項

（4）議事の経過の概要及び議決の結果

．（5）議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印

又は署名押印しなければならない。

3・ 前2項の規定に係らず、正会員全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をし

たことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した

Ｊ

■
』

５
０
■
１
も

－6－



議事録を作成しなければならない。

（1）総会の決議があったものとみなされた事項の内容

（2）前項の事項の提案をした者の氏名又は名称

（3）総会の決議があったものとみなされた．日

（4）議事録作成に係る職務を行った者の氏名 ．
㎡

第6章理事会 ．. ．

（理事会の構成）

第30条この法人の理事会は、理事をもって構成する。

． (理事会の権能)．

第31条この法人の理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

（1）･総会に付議すぺき事項． ．

（2）事業計画及び予算の決定並びにその変更

． （3）総会の議決した事項の執行に関する事項

（4）役員の報酬

（5）年会費の額

（6）借入金（その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く｡）その他新た．

な義務の負担及び権利の放棄 ，

．（7）その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

○

二

（理事会の開催）

第32条この法人の理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する｡．

． （1）理事長が必要と認めたとき．

。 (2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の

請求があったとき

（3）第15条第4項第5号の規定により、監事から理事会の招集請求があったとぎ

○

（理事会の招集）

第33条この法人の理事会は、理事長が招集するも

2理事長は、前条第1項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日か

らユ5日以内に理事会を招集しなければならない。

.a理事会を招集するときは、会霞の日時、場所、 目的及び審議喜項を示した書面等によ

り、開催日の少なくと･も3日前までに通知しな･ければならない。

与
国J・■



（理事会の議長） ，

第34条この法人の理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

も

（理事会の定足勤

第35条この法人の理事会は、出席理事の総数が理事総数の2分の1以上なければ開催す
ることができない。

（理事会の議決）

第36条この法人の理事会における議決事項は､第33条第3項の規定に．よりあらかじめ

通知した事項とする。ただし議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の同
意があった場合にはこの限りではない。

2理事会の議事は、出席者総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す
るところによる。

'一、
lI

（理事会の表決権等）

第37条この法人の理事会における各理事の表決権は、平等なるものとする。

2やむを得ない理由のため､.理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項
について書面等をもって表決することができる。

．3前項の規定により表決した理事は、第32条第2項及び第38条第エ項第2号の適用
については、理事会に出欠したものとみなすず

4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わるこ
とができない。 ‐

一

ミ

夕

（理事会の議事録）

第38条．この法人の理事会の議事については､次の事項を記載した議事録を作成しなけれ
ばならない。 ・

・ 、 （･ﾕ） 日時及び場所

（2）理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面等表決者にあたってはその数を付記す
ること｡）

（3）審議事項

（4）議事の経過の概要及び議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上の記名押印
又は署名押印しなければならない。

Lノ

ザ』
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I

、 第.7章資産及び会計 。

（資産の構成）

第39条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構歸-ろ。

（1）設立当初の財産目録に記載された財産 ．

（2）会費

（3）寄附金品

.． （4）資産から生ずる収入

． （5）事業に伴う収入

． （6）その他の収入

（資産の区分）

第40条この法人の資産は、これを特定非営利活動に係る事業に関する資産とする｡． ○‐

（資産の管理）

第41条この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が別

に定める。

一二

（会計の原則）
■

第42条この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
一
Ｆ

（会計の区分）

第43条この法人の会計は、これを特定非営利活動に係る事業に閨する会計とする。

（事業計画及び予算）

第坐条この法人の事業計画及び予算は､､理事長が作成し､理事会において議決を経なけ

ればならない。

○
』

（暫定予算）

第45条前条の規定にかかわらず､やむを得ない理由により予算が成立しないときは､理

・事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日宝で前事業年度の予算に準じて収入・支出

・ずることができる。

2前項の収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支出とみなす。

（予備費の設定及び使用）

第46条予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができ

る。

－9－



2予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

（予算の変更)． 、

第47条予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは､理事会の議決を経て､既定予算

を変更ずることができる。 ． ．

（事業報告及び決算）

第48条この法人の事業報告書､活動計算書､貸借対照表及び財産目録等の決算に関する

・書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の藍香券鐸たうえで､総会

において議決を経なければならない。 、

2決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配して

はなら踵い。
／一､、
‘Ⅱ

（事業年度) ． 、

第49条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

｜
竜
一

第8章定款の変更、解散及び合併

（定款の変更） ・

第50条この法人の定款を変更しようとすると‘きは、総会において、出席した正会員の過

半数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合は、所轄庁の

認証を得なければならない。

｛

（解散）

第51条この法人は、次に掲げる事由によ･り解散する。 ．

。 （1）総会の決議 、

（2） 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

（3）.正会員の欠乏 ．

（4）合併

. ． （5）破産手続きの開始

． （6）所轄庁による設立認証の取消し

2前項第ユ号の事由によりこの法人が解散するときは、会員総数の3分の2以上の承諾

を得なければならない。

3第1項第2号の事由により.解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

4 この法人が解散したときは、理事ｶﾐ精算人となる。

l. ,

-10－



（残余財産の帰属）

第52条この法人が解散(合併又は破産による解散を除く｡）したときに残存する財産は、

法第1エ条第3項に掲げる者のうち、解散の時点における総会において議決された者に

譲渡するものとする。

（合併） ・

第53条．この法人が合併しようとするときは､総会において正会員総数の4分の3以上の

議決を経、力､つ、所轄庁の認証を得なければならない。 I

第9章公告の方法

（公告の方法） ． ‘
. U

第54条この法人の公告は、法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。た

だし、法第28条の2第ユ項に規定する貸借対照表の公告については､内閣府NPo法人ポ

－タルサイト （法人入力情報欄）に掲載して行う。

○

第10章事務局

（事務局）

第.55条この法人の事若を処理する事務局については、理事長が別に定める。

・

デ

ー

一一｡■

第ﾕｴ章雑則一

（細則）

第56条この法人の定款を施行するに関し必要な細則は､理事会の議決を経て、理事長が

別に定める。

○‐

附則 、

ユ この定款は、この法人の設立の日から施行する。

2本会の設立当初の会費は、第6条第4項及び第48条第2項の規定にかかわらず、次

に掲げる額とする。 。(工） 一般会費（年額） ． 個人 1, 000円

（2） 賛助会費（年額） ． ． 個人 .3, 000円

団体エ0, 000円

（3） ホツトハート会費（年銅個人 2､． 000円

3本会の設立当初の役員は、第ユ0条第エ項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員

-11=



名簿のとおりとし、その任期は、第ユ2条第エ項の規定にかかわらず、本会の成立の日か
ら平成15年5月3．1日までとする。 ． ．

4本会の設立当初の事業計画及び収支予算ば､第37条の規定にかかわぢず､設立総会
の定めるところによる。

5本会の設立当初の事業年度は、第型1条の規定にかかわらず、本会の成立の日から平
成14年3月3基.日崔でとずるさ ．

附則

第5条における事業の追加は、平成15年9月2日より施行する。

附則

第2条における事業所所在地の変更及び第5条における事業の追加は､平成エ8年9月6
日より施行する。

ヘ

イ蝋）

附則

第5条における事業の追加は、平成ユ8年ユユ月20日より施行する。

凸
ｐ
Ｌ 附則・

第エ6条における役員の任期等における変更は、平成20年9月･10日より施行ﾅろ。卜
乱

附則

法人定款における全面改定は平成24年ユ0月30日より施行する。

附則

第5条における事業内容に改定については、平成25年8月22日より施行する。

附則

第2.2条総会権能･第31条理事会権能の変更､第30条字句訂正､第39条・第40条・
第45条･第46条の法改正に伴う変更は､平成26年8月7日より施行する。 ‐

附則

第5条の事業内容の改定、第9条の会員の資格の喪失及び第エ0条の会員の退会、第54
条の公告の方法における変更は､平成30年8月ユノ日より施行する。

■ 0

1 ． f

－辞
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様式第1－2号
…番号I等－－3

支出証拠書（各種団体会費） ､

』

『

理事長西村 I
1054-337-0302FAXO54-337-[

1

－

--上一 _ﾆｭｰ ？息.6､“式
(q-= 少

８

＝54＝

』

経費項目 趣費 ･研修費

内 容 三霜－1〈-代 Yﾝ'.ロ --tR洞危ぐ彪隻

年月 ．日 偶と､年令月 1日～ 年 月 日 金額 ○‘ら 円l .

会の趣旨.

目 ・的

{/ﾄﾉ[、かご､p,さ．塞奉ヂひﾊｰｰ侭手一～‘フヘ‘ー、－－

才吉為、条徒ｲu写,D-ラリー含でﾗｰｰ､-:、 ーtﾏソや一di
詞套圭一てこ･f頚つ､､皇､7 e,廷『庵て－－L"てこI、

、"gr6い ／ ノー経g'{p乱ゴ$|(-g腫

会の活動

内容等

念わ可ゴ八一"Y了､､一《-1 ､‐ズ定｡TEI'ZE-.4､--g.辱』ﾏﾊq＝示当X ．
" .

. －菫〆"Q'~L!へ、、言

〈

政務活動．

県政との

関連性

ス謙一勺ﾉ'公呼｡、べてx霧や-壱一、訪證亨寺手心z享デ幸三郡談今､"､ ’
ろ窮さ(1,､IすIズレ'至諒｡へIYZ，具エリ淫卜(~.謀ろ《弓篇さつ~<J)
八一貢冬馬式．聖Fこい≦雫,猛マ．j､･去名'1） ． ． ． ・ ・

領収証

内訳

帖緊血か｜
e I

訓〃'‘’
〆

但 会員会費 一

入金日)"O>ぅ年 ヲ

税抜金額

消費税額等（ ％）

様 No.

収入

印紙

緊分の理由
全て政務活馴こかかる

ものである。 ．

領収塞額(a)

“ 円

象分率(b) .
／， ．

ﾉ"〃％

…口割具二四頭、｡〃、リノ

ジ.“円



NPO法人清水サッカー協会

会員の分類と年会費

※（ ）内は、日本サッカー協会・県サッカー協会の登録壬＝ム・登録選手に対し、登録活動奨励金を減

額した金額です。

正
会
員

下記分類のいずれかに該当するチーム、個人、団体。

[特典］①総会に出席し、議案の決議に参加する議決権を有する。

ｊ
必
自
貝

千
Ｊ
今
云

律
雪
”
体
自
貝

団
会

日本サッカー協会サッカー競技規則に基づいて活動するチーム。

【説明】日本ｻｯｶｰ協会、静岡県ｻｯｶｰ協会、清水ｻｯｶｰ協会に登録し、活動する

チーム。 （従来のﾁｰﾑ登録に相当）それぞれの協会が主催する大会に参加で

きる。議決権は一チームにつき－票。

チームに所属するしないに関わらず、この法人の目的に賛同して入会する個
人。

【説明】チームに登録していなくても、個人として入会できる。議決権は一
人一票。

この法人の目的に賛同して入会する団体。

【説明】チーム以外の団体として入会できる。議決権は一団体一票。

年会費

1チーム

22,000円

(10,000円）

1人G面且
（11,000円）

1団体

22,000円

｜
般
会
員

下記分類のいずれかに該当する個人、団体。

[特典］①総会に出席し、意見を述べることができる。

人
員

個
会

正会員であるチームに所属する選手、スタッフ（代表者、監督、コーチ、審

判等)、公認ライセンス取得審判及び同指導者であって、この法人の目的に賛

同して入会する個人。

【説明】上記、選手、ﾁｰﾑｽﾀｯﾌ、審判、指導者は、一般会員として入会下さい。

(従来の個人登録の考え方に相当。正会員を優先｡）ｼﾆｱ会員（大学生以上）

とｼﾞｭﾆｱ会員（高校生以下）に分類される。

ｼﾆｱ会員：

1人3,200円

[大学生以上］

(2,200円）

ｼﾞｭﾆｱ会員：

1人1,600円

[高校牛以下］

(600円）

賛
助
会
員

主に各種支援や賛助を行なう個人、団体。

個人；

1口5,000円

団体：

1口50,000円



2023年2月吉日

各位

NPO法人清水サッカー協会

会長 牧田博之

正会員ご入会のお願い

日頃より､当協会の事業並びに活動に対1－､ご識革ご協力を賜り､厚く御礼申し上げ詞3

当協会は､昭和23年に清水サッカー連盟として発足以来､多くの先達の努力と熱意により｢サッカーのまち

清水｣を築き上げて来まLた｡その成果として､多数のJリーガーを輩出するとともに各チームの中心と1-ﾉて活

躍す窃琴や指導者を華してきたことが挙げられますb

謎､各地区のｽボｰﾂ少年団とその育成会､シニアチームやﾏﾏさんﾁｰﾑなどの地域･生涯スポーツの

場鱸ﾘ造にも努めて詞,､りまLた･

Lかし一方で､少年団所属の子供たちや小･中年代の女子選手数及び答種別のチーム数の減少､ほ力指

導者不足等々､多くの課題が浮き彫りに獲ってきまLた。

こｵ1らの課題解決のため､そLﾉて､日本ｻｯｶｰ協会及びJリーグがめざす｢百年ｲ謡｣実現のため､清水

サッカー協会は平成13年10月30日､県から特定非営利活動伽PO)法人婦証を取得し､清水の地域に

合ったスポーツｸﾗプの倉綴をめざ1-ﾉておりますも地域における少年少女の健全育成､一貫指導の場､生涯

ｽボｰﾂの場､地嘩ﾐｭﾆﾃｨｰの場とL疋他の競技団体､地域体育団体とも協力Lながら､新たなスポー
ツ環境の受け皿づくりに取り組んでおりますb

このことは､全国的にも特筆される取り組みであり､皆様のご理解とご支援で繋いできた清水ならではの恥且

綱です6

つきましては､本主旨に対1-ﾉて是非ともご鐵革とご協力をいただき､当協会を支えていただく｢正会員｣への

ご入会を,帥もお願い申し上げますb

不捷食がら､下記書面を同封させていただきまLた°内容をご＝読の上､会員のお申込みをいただけます

よう重ねてお願い申し上げますも

ｰ

百口

【同封書類】

1． 入会申込書

2． 振込依頼書

【申し込み先・お問い合わせ】

〒424-0924静岡市清水区清開2-1-1

NPO法人清水サッカー協会

清水総合運動場体育館2階

TEL : 054-33FO302

FAX : 05"33FO722

×提 に （ まて とも雁咋L上
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特定非営利活動法人清水サッカー協会定款

第1章総則 ・

（名称）

第1条この法人は、特定非営利活動法人清水サッカー協会といい、通称は、NPO法人消水サッカー協会

と称する。又、外国に対しては､ SHIHIZUFootballAssociation (略称:SHIFA)という。

（事務所）

第2条この法人は、主たる事務所を静岡県清水市清開2丁目1番1号に置く｡．

第2草目的及び事業

（'ﾖ的）

第3条この法人は、清水市におけるサッカー競技等の普及及び振興を図り、もって「サッカーのまち

清水」としてのまちづくり、人づくり、健康づくり、及び国際交流に寄与することを･目的とする。

（特定非営利活動の種類）

第4条この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法（以下「法」という｡）第2条別
表のうち、次に掲げる活動を行う。

(1)社会教育の推進を図る活動（別表第2号）

（2）まちづくりの推進を図る活動（別表第3号）

（3）文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動(別表第4号）

（4）国際協力の活動（別表第9号) ．

（5）子どもの健全育成を図る活動（別表第11号）

(6)･前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動（別表第12号）
（事業）

第5条この法人は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。 ．

（1）特定非営利活動に係る事業

①サッカー競技の普及に関する蔀業

②サヅカー選手及びチームの強化育成に関する事業

③指導技術の研究及び指導者の育成、登録、派遣に関する事業

④サッカー競技規則並びにレフリー技術の研究及び､レフリーの育成、登録、派遁に関する事業
‘ ⑤国際大会を含む各種サッカー競技会の開催、主管、運営に関する事業

． ⑥顕彰助成事業

⑦全国並びに市民、会員に対する広報事業

⑧地域におけるスポーツの普及及び、振興に関する事業

⑨スポーツ施設の管理、運営に関する事業

⑩その他この法人の目的を達成する為に必要な事業

（2） 収益事業

①物品の販売等に関する顯業

2 前項第2号に掲げる事業は、同項舘1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項
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第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章会員

（種別）

第6条この法人の会員は、吹の3種とする。

(1)正会員

下記のいずれかに該当するチーム、個人、団体とし､ ．この法人の意思決定に関わる総会での

識決権を有する。

①チーム会員：財団法人日本サッカー協会の制定したサッカー競技規則に基づいて活動するチーム。

②個人会員：チームに所属するしないに関わらず、この法人の目的に賛同して入会する個人。

③団体会員§この法人の目的に賛同して入会する団体。

（2）一般会員

下記のいずれかに該当する個人、又は団体といこの法人の意思決定に関わる総会に出席し、意見を述

ぺることができる。

①個人会員:正会員であるチームに所属する選手、スタッフ（代表者、監督、コーチ、審判等）、

公認ﾗｲｾﾝｽ取得審判、同指導者、及び、その他この法人の目的に賛同して入会する個人。

シニア会員とジュニア会員に分類される。

②団体会員目この法人の目的に賛同して入会する団体。

（3）賛助会員

； この法人の目的に賛同し、専ら各種支援や賛助を行なう個人又は団体。

（会員の権利）

第7条会員は、次の事項に閥する権利を持つd･

（1）本法人の構成会員として、その施策や事業内容を知り、それに関与することができる。

（2）個人会員は、チームを構成し、選手鼬スタッフ（役員、 ﾁｰﾑ代表者、監督、コーチ､審判等）として、
本法人が主催する競技会に出場することができる。

（3）個人会員は、財団法人日本サッカー協会の公認審判員並びに公認指導者として登録することができる。
（4）正会員であるチーム会員は、財団法人日本サッカー協会、財団法人静岡県サッカー協会に対し、加盟

チームとしてチーム登録を行うことができる。

（会員の義務）

第8条会員は、次の事項を遵守しなければならない。

（1）会員としての行動規範

① ［責任ある行動］ 社会規範を担う一員として､また本法人の一員として、他の手本となる
よう、責任ある態度と行動をとる。

④ ［フェアプレー」 あらゆる面で、全力でかつ真剣に取り組むと同時に、競技上におけるフェ
アプレーと競技外におけるグヅドマナーの精神並びに行動を心がける。

⑤ ［ルールの遵守］ ルールを守り、ルールの精神に従って行動する。

⑥． ［相手の尊重］ 競技においては、対戦チームのプレーヤーや、 レフェリーなどにも、友情
と尊敬をもって接する。

⑦ ［協調］ 会員相互の日々の研錨と協力により、本法人の悠久の発展を期す。

（2） この法人の組織を使って、あるいはこの法人の活動の中で、または会員として誕次の行為を行なって

￥
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はならない。

①専ら政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること、 .及び、特定の公珊の候補者若しく

． は公職にある者又は政党を推駕し、支持し、又はこれらに反対すること

②宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること

（入会）

第9条会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、理事長に申し込む.ものとし瞳

理事長は、そのものが前条に掲げる義務を遂行できると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を

認めなければならない。

2理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人又は団体に

その旨を通知しなければならない。

（会費）

第10条会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

（会員の資格の喪失）

第11条会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

（2） ．本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

（3） 正当な理由なく会費を2年以上滞納したとき。

（4）除名されたとき。

（退会）

第12条会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

（除名）

第13条会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その会員を除名することがで
きる｡,，

(I)法令及びどの定款等(こ違反したとき。

（2）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、除名の誰決の前に弁明の機会を与
えなければならない。

（拠出金品の不返還）

第14条既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
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第4章役員及び職員

． (役員の種別及び定数）

第15条この法人に、次の役員を置く。

（1）会長 1名

（2）副会長 1名以上

（3）理事長 1名

（4）副理事長 1名以上

（5）常任理事 3名以上

（6）理事 10名以｣二 （会長及び副会長、理事長､.副理事長、常任理事を含む｡）
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1名以|‐(7)監事

（役員の選任等）

第16条理事及び監事は、理事会において選任する。

2理事は正会員の中から選任される。

’ 3会長、副会長理率長、副理事長及び常任理事は、理事の互選により定める。

4監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

5法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

6役員のうちには瞳それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含ま

れ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれること

になってはならない｡

（役員の職務）

ボー愚；第17条会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、会長が事故あ

″ るときはその職溌を代理し､会長が欠けた時はその職務を行う。

3理事長は、理事会の決議に基づいて、日常業務の企画執行等の業務を統括する。

． 4副理事長は、理事長を補佐し、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、理事長

が事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠けた時はその賊務を行う。

5 常任理事は、常任理事会を構成し、重要事項、重要事業の審議、企画、立案を行い、理事会へ諮る。
． ．6理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の識挟に基づき、この法人の業務の執行を決定す

る。 ･

7監事は、次に掲げる職務を行う。

（1）理事の業務執行の状況を監査すること。

（2） この法人の財産の状況を監査すること。

． （3）前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に

；へI 違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は静岡県知事に報告すること。 ．
（4） ．前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

（5）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ若しくは理事会並び
に常任理事会の招集を請求すること。

（役員の任期等） ‐

第18条役員の任期は、 2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現
任者の残任期間とする。

2役員は、再任されることができる。

3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ
ればならない。

（役員の欠員補充）

第19条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなけ

ればならない。

（役員の解任）
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第20条役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の識決により、その役員を解任することがで

きる。

（．l） 心身の故障のため、 I脇務の遂行に堪えられなI､と認められるとき。

（2）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に対し、解任の議決の前に弁明の機会を与
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（役員の報酬等）

第21条役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3前2項に関し必要な事項は、理事会の識決を経て、会長が別に定める。

（名誉会長、顧問及び参与） ・

第22条この法人に、名誉会長、顧問並びに参与を置くことができる。

"2名誉会長、顧問並びに参与は理事会の推鰯に基づき、会長が委嘱する。
、(職員）

第23条この法人に、事務局長その他の職員を侭く。

’ . 、 2職員は、会長が任免する。
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第5章総会

（総会の種別）

・ 第24条この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

． （総会の椛成） ‘

第25条総会は、正会員をもって構成する。

－2一般会員は、別途定められた規則により、総会に出席し、意見を述べることができる。

（総会の権能）

第26条総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。

鐸勾埼 （1）定款の変更

（2）解散

（3）合併 。

（4）事業計画及び収支予算の決定並びにその変更

（5）事業報告及び収支決算

． （6）入会金及び会費の額

（7）借入金（その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。 ）その他新たオ

・権利の放棄

（8）事務局の組織及び運営．

（9） その他この法人の運営に関する重要事項

（総会の開催）

第27条通常総会は、毎年1回開催する。

2臨時総会は、淡の各号の一に該当する場合に開催する。

（1）理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

その他新たな義務の負担及び

５
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（2）正会員総数の5分の1以上から会識の目的である事項を記載した瞥面により招集のmf求があったとき。

（3）第17条第7項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

（総会の招集）

範28条総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。

2会長は、前条第.2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日:以内に臨時

総会を招集しなければならない。

3総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面により、少なくとも5日前

． までに通知しなければならない。

（総会の識長）

第29条総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から逓出する。

（総会の定足数）

第30条総会は、正会員総数の2分の1以上の出席（書面表決及び委任表決を含む）がなければ開会するこ

『へ とができない。
（総会の議決）

第31条総会における議決事項は、第28条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。

2総会の議事は、この定飲に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもづて決し、可否同数のと

きは、議長の決するところによる。

． （総会の表決権等）

第32条各正会員の表決権は- .平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について謹面をもっ

て表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものと

みなす。

4総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

（総会の議事録）

･F,＄ 第33条総会の議事については、次の事項を記戦した議事録を作成しなければならない。
（1）日時及び場所

（2） 正会員総数及び出席者数

（3）審議事項

（4）議事の経過の概要及び議決の結果 ．

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長のほか、会議に出席した正会員のうちから、当該会議において選任された識事録署名

・ ， 人2人以上が署名押印しなければならない。

第6章理事会

（理事会の種別）

第34条理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種とする。

（理事会の椛成）

館35条理事会ぱ、理事をもって構成する。
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2監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。

（理事会の権能）

． 第36条理事会は、この定款で定めるもののほか、次の蕊項を議決する。

（1）第2蜂に掲げる総会に付識すべき事項

（2）役員の遜任又は解任、躯務及び報酬

（3）総会の議決した事項の執行に関する事項

（4） その他総会の議決を要しない会務の洲ﾃに関する事項

（理覗会の開催）

第37条理事会は、次の各号の－に該当する場合に開催する。

（1）定例理事会は、年に.10回程度開催する。

2臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。

夢、、 （2）理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
『 寵

（3）第17条第7項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

（理事会の招集）

第38条理事会は、会長が招集する。

．． 2会長は、前条第2号第2項及び第3項の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事

会を招集しなければならない。

3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面により、少なくとも7日
前までに通知しなければならない。

（理事会の議長）

第39条理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

（理事会の定足数）

第40条理事会は、理事総数の2分の1以上の出席（書面表決及び委任表決を含む）がなければ開会するこ
とができない｡

#=宮、 （理事会の議決）
第41条理事会における議決事項は、第38条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（理事会の表決権等）

第42条各理事の表決権は、平筈なるものとする。 、

2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもっ
て表決することができる。

3前項の規定により表決した理事は、前2条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものと
みなす。

4理事会の議渋について、特別の利害関係を有する理事は､その議事の議決に加わることができない。
（理事会の議事録）

第43条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

（2）理事総数、出席者数及び出席者氏名
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（3） 審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

（5）議事録著名人の逓任に関する嬬項

2識事録には、議長のほか、会議に出席した理事のうちから、当該会議において選任された議事録署名人

2人以上が署名押印しなければならない。

第7章常任理事会

（常任理事会の種別）

第44条常任理事会は、定例常任理事会及び臨時常任理事会の2種とする。

（常任理事会の構成）

． ‘ ． 第45条常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事をもって構成する。

2監事は、常任理事会に出席し意見を述べることができる。

（常任理事会の権能）
‐'

;: ’ 第46条常任理事会は時この定款で定めるもののほか、次の事項を協誌する。
（1）第36条に掲げる理事会に付議すべき重要事項、重要罪業の審議、企画、立案

（2） その他理事会の議決を要しない会務の執行に関する事項

（常任理事会の開催）

‐ 第47条常任理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

（1）定例常任理事会は、年に6回程度開催する。

2臨時常任理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 ．

(1)会長が必要と認めたとき。

（2）第17条第7項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

（常任理事会の招集）

第48条常任理事会は、会長が招集する。

2会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に常任理事会を招

き声，亀 架しなければならな↓､。

3 常任理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び蕃議事項を示した書面により、少なくとも

7日前までに通知しなければならない。

（常任理事会の議長）

第49条常任理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

（常任理事会の定足数）

第5峰常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事総数の2分の1以上の出席（委任状の

提出を含む）がなければ開会することができない。

（常任理事会の承認） 、

第51条常任理事会における承認事項は、鍵8条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。

2 常任理事会の承認は、会長、副会長、理事長､.副理事長、常任理頭総数の過半数をもって決し、可否同

数のときは、議長の決するところによる。

（常任理事会の表決権等）

第52条各理事の表決権は、平等なるものとする。
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2 やむを得ない理由のため常任理事会に出席できない会長、副会長、理事長織副理事長、常任理事は、あ

らかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

・ 3 前項の規定により表決した会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事は、前2条及び次条第1項の適

・用については、常任理事会に出席したものとみなす。

4 常任理事会の承認について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の表決に加わることができない。

（常任理事会の識事録）

‘。 第53条常任理事会の議事については、次の事項を記戦した議事録を作成しなければならない。

･(1) 日時及び場所

（2） 出席者総数､及び出席者氏名

（3）審議事項

（4）議事の経過の概要及び表決の結果

． (5)議事録署名人の選任に関する事項

#厚=、 2議事録には、議長のほか、会議に出席した常任理事のうちから、当該会議にお恥て選任された議事録署
．.〃 名人2人以上が署名押印しなければならない。
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第8章資産及び会計

（資産の構成）

第5蜂この法人の資産は弛次の各号に掲げるものをもって構成する。

（1）設立当初の財産目録に記載された財産

(2)会費

(3)寄附金品

(4)資産から生ずる収入

(5)事業に伴う収入

(6)その他の収入
1

(資産の区分）

f冒笥、 第55条この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資

産の2種とする。

（資産の管理） ．

． 第56条この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 ．

(会計の原則）

第57条この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。

（会計の区分）

第58条この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会

計の2種とする。

（事業計画及び収支予算）

第59条この法人の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、総会において誰決を経なければならない。

（暫定予算）

第60条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が戚立しない時は、会長は、理事会の継決

を経て、その瑚業年度の開始する日から予算成立の日まで、前事業年度の予算に準じて収入。支出するこ

9



とができる。

2前項の収入・支出は、新たに成立した予算の収入P支出とみなす。

（予備費の設定及び使用）

第61条予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

（予算の追加及び更正）

第62条予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をす

ることができる。

（事業報告及び決算）

第63条この法人の事業報告書、収支計算醤、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年

度終了後、速やかに、会長が作成し､監事の監査を経て、総会において、議決を経なければならない。

2会計の決算上、剰余金が生じたときは、次砺業年度に繰り越すものとし、柵成員に分配してはならない。

4掌受、 ． （訓喋年度）
第64条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

1
1

’
I

’
第9章定款の変更、解散及び合併

（定款の変更）

第65条この定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の4分の3以上の多数の議決

を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、静岡県知事の認証を得なければならない。

（解散）

第66条この法人は、次に掲げる事由により解散する。

（1）総会の決議

（2） 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

（3）正会員の欠亡．

（4）合併

（5）破産

（6）静岡県知事による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければな

らない。

3第1項第2号の事由により解散するときは、静岡県知事の認定を得なければ唾らない。

4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。

（残余財産の帰属）

第67条この法人が解散（合併又は破産による解散を除く。）したときに残存する財産は、法第11条第3項

に掲げる者のうち、財団法人静岡県サッカー協会に譲渡するものとする。

（合併）

第68条この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、

静岡県知事の認証を得なければならない。

’
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（公告の方法）

第69条この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、

第11章雑則

（細則）

第70条この定款の施行に関し必要な細則は、理事会の議決を経て、

静岡新聞に掲減して行う。

会長が別に定める。

附則

l この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初（初年度）の会費は、第10条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

（ア）正会員 ： ①チーム会員 3， 000 円

②個人会員 12, 000 円

③団体会員 22， 000 円

（イ）一般会員 ： ①個人会員 ・シニア会員 700 円

’ジュニア会員 300 門

②団体会員 10， 000 円

（ウ）賛助会員 ：個人一口 5， 000円 団体一口 50， 000円

3 この法人の設立当初の役員は、第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず､別紙役員名簿のとおりと

し、その任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成14年3月31日まで

とする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第59条の規定にかかわらず、設古総会の定めるところ

による。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第64条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成14年3

月31日までとする。 ．

(別紙）

詔ウ当初の役員名簿．
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様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

(会派名･議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 中澤通訓 ）

経費項目 厨罰莞司･研修費

内 容 尾崎行雄記念財団会費

年月日 令和5年4月 1日へ令和5年4月29日 金額 805 円

会の諏旨。

目 的
故尾崎行雄の理念を基に民主政治と市民社会の向上発展、世界平和の実現に寄与する

会の活動

内容等

言呈竺Uﾉl調1臣、福､既白ﾉ言元vﾉﾉこ“ルノ冒再(庚云I調1筐、

調査研究のための政経懇話会開催や視察､研究会を開催

NPO団体等と連携し、被災地の物資、教育、情報提供などの支援

政務活動。

県政との

関連性

ﾛ骨1星＝看ず一v･ﾉ琴弘JH，琴ｿJH=-且eU－ﾉ』冠､ｸﾛﾆｴｺ矢江,』里し、.人△早旦'｡､入凹ﾛ既江q糞1寺し、

県政発展に役立てる

､､､E具』陛草盲只向'|､｣1千,侈〆

10, 000 × 1/12 × 29/30= 805. 55 (1か月分）

ノ

早年j'月整理番号〃〒/￥参照

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

805円

案分率(b)

／

100％

誕型一切ノJ1H一基へ閏

805円



様式第1－2号

』

（疹勅． ／
使途項目 サーチキー

支出証拠書（各種団体会費）
－'｢U~｢UTn

日・議員E

乏出がある場律 の理由、領収書等0 吟71罰硴 常勤菅の毛

ぞれ該当欄に記入すること。

華理番号

経費項目 願罰禿雪･研修費

内 容 尾崎行雄記念財団会費 （7月～参ｿ月”

年月 日 令和fz年r月ﾕ§-日~令和 年 月 日 金 額 き舂呂且 円

会の獅旨。

目 的 故国時行雄の理念を基に民主政治と市民社会の向上発展、世界平和の実現に寄与する。

会の活動

内容等

勺＝＝v-ﾉIﾌ祠I津、 ′日ﾛ恥〆日′百~フゼUノノー“ﾙﾉﾛ得{貝云l調1筐、

調査研究のための政経鋳舌会開催や視察､研究会を開催
NPO団体等と連携し、被災地の物瞥、教育、情報提供か〃の寺樗

政務活動。

県政との

関連性

講演会等への参加、参加会員との意見交換を通じて広範な知識を獲得し、県政発展に

役立てる。
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累分の理由
全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

よ〃』 円

果分率(b)

／

100％
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一般財団法人尾崎行雄記念財団

当財団は､尾崎行雄の理念を基に､議会制民主主義の発展と世界平和に寄与すべ<1956年に

設立。「有権者啓発｣、「リーダー･人材育成｣、「調査研究｣、「被災地支援｣などを行っています。

(当財団は超党派の公益団体｡会長には衆議院議長が就任｡事務所は憲政記念館内に在ります｡）

「議会政治の父･尾崎行雄の精神を未来に繋ぎたい！」

コロナ禍と社会不安､厳しい経済情勢が続く今｡このような時代だからこそ尾崎行雄の信念や生き方

を世に広め､未来に繋いでいきたい一役員･スタッフ一同､強く決意しています。

当財団の活動はすべて､賛助会員の皆様による年会費､また各事業への参加費､そしてご寄付に

よって支えられています｡何卒引き続きご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【号堂整】

リーダー育成を目的に､尾崎行雄三女の相馬雪

香と共に立ち上げた｢害堂塾｣(1998年発足)。

毎月2回､政治･外交･環境､尾崎思想や人間学

などをテーマに専門家による講義を行っていま

す。これまでに延べ650名超が卒塾。国会･地

方議会議員をはじめ､社会･地域リーダーとして

幅広く活躍しています。

. ． ．･て

【共催講演会／関連団体後援】

安全保障･危機管理･日米外交･憲法問題など

を取り上げた講演会を､グローバルイッシューズ

総研と共催で隔月開催｡また､尾崎思想普及を

図る関連団体のシンポジウムやイベントに協力し

ています。

《
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》
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謡
↑
一
言

呼
や
総

息
翻
蝋
壱
ゞ

愚
謎

一

;』／尾崎関連書籍の刊行】

会政治､国際問題などを取り上げた

議会』(1961年発刊)。国会図書

工図書館および国会･地方議会藷
また‐尾崎行雄著作の袴刻．関葺

K途上国･被災地支援】

勇連団体･NPOと連携し、

上国や被災地への生定

資･文房具の寄贈、記念

樹､子供たちの教音支授オ

行雄や議会政誰

資料の収集･管

供､また､憲政記

里施設への資米
協力を行っていず

垂
誌
》

〒100-0014束京都千代田区永田町1－1－1憲政記念館内一般財団法人尾崎行雄記念財団

Email: info@ozakiyukio.jp/TEL:03-3581-1778/FAX:03-3581-1856 http://www.ozakiyukio.jp/



え"之ﾕｰ年尽月ろ 日

ユ■一m

〒100-0〕14束京利』

鑿灘
宮村|堅蘓雷

’
1

賛助会員（個人会員）会費納入のお願い

拝啓時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は当財団の活動にご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、現在お納め頂いております年会費がF月までとなっております。引き続き
会員としてご支援頂ければ有り難く、勝手ながら郵便振替用紙同封の上、ご連絡させて
頂きました。

/'1タグ〃円
油め下さいます言

ましては、冠

手吊月ま 7yT圧侘牙呈”

当財団の活動（有権者啓発／人材・リーダー育成／調査研究／被災地・途卜国支援）
は、すべて会員皆様の会費によって支えられております。

今後ともご支援を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
敬具

※すでにご納入頂き、行き違いで本状が届きました場合はご容赦下さい。
※ご不明な点などがございましたら下記までご連絡下さい。

もこ､淘紀､}7もこ､K悦砿疲鯏がと>鮒'詞､
孑'て純ゴ雛賜M1溝､'でｿ。

一般財団

何年釦“噸v申し陰げ詞
｡Eナも下肱ｿ蝋r,ﾘかf
誕中鉦に柵気をﾌ'R,）

TEL:03-3581-1778/FAX:03-3581-1856



様式第1－1号

=琴＝－1

侭金項目 ． サーチキー
支出証拠

n－n－rrn
書

派名・議員氏名ふじ0

と＝.『－－八曙＝〃 、 生ハョニ,．、 ’一L霊尹勇一＝ﾛゴ鉤÷『『 『＝， 、パ、

幕分の理由
全て政務活動にかかる

ものである。

更出がある場合は、領収書望宰C 67稲

記入すること。

諾…言

経費項目 調査職農研修費“甕鋼識鰻会議費資料,鰔費.資料購入費澪務費薑翻費碓費

内 容 に､ﾒ/<シ謹干寄壷鼻

年月 日 令和去年千月1 日~令和-号-年寺月2-?日 金額 ユヂら 円

目的 |ﾊﾟﾝｮﾝ
I．

錘工君､垂木獲得－cﾍ可三坊

使途 |逓二〔尋唇瞬
I

政務活動・

県政との

関連性
’ 麺号'1よノ _冬篭､蹄葬専'纏集(_ ､是率い宣宕b可

3〈君重メー
_L

（
〆冠一

メ、 三-1
ろo ミユ『‘

ず

タ年ア月整理番号アー8参照

1％ 円

／

／〃〃％ -z76 円



様式第1－1号

（参"）
使途項目 サーチキー ． ． ／

支出
口二口÷[~「、

証拠 書

議員氏朶．去愛1”

ご利用明細 入

ご来店ありがとうございます． S
お取引内容をご確認のうえ.お持ち

I

日
I

一

※按分による支出がある場合は、

記入すること。

領収書等の金額､按分率及ひ敏務活動費の支出額をそれぞｵ1該当欄に

ー一言勺

経費項目 調罰胃蹟･研修費､広鋤費･薙熊報鱸.会議費.資料ｲ嗣讃.資料購入費.事務費.妻弼漬.人件費

内 容 |-》､ﾒｨﾝｰ誰芦士

年月 日 令和粋ア月毛7日~令和 年 月 日 金額 /jg丘円

･ 目的 ﾊﾟﾝo聖-ご僅工害心茎ﾌ滴皇喬T〈Eケ）
f

使途 通_工毒壱修録

政務活動

県政との

関連性

通言に歩ﾉｰ冬鍾‘|‘桐琴I樫果L舎職〔ぃ元々､可

内写

： ；ス

ご＃9用回因

09802

画
P噂I医 1瓦目

■■■■■■■■■

二
畠

'00

お取引全田

*3，300
H菩号

030

⑲虹句1両ユ

宝画若手ローェー

UI U| [ 菫洲
千欧洞

*ズ只頁

お取扱番号

0398

心哩笛
辱同、両国竜一配

UI UI L

門改
一国 壷

U|

一ロ

11 1 1

醜■月．－F

’
お屈引腫元格戚丙

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

一→←UFJ

霊騨
受取人名

エフぃ1

支
銀行
店
普通 5189475
力）ケイテﾞイーテ､､イーアイウ
コミュニケーシヨンスﾞ 様

依頼人名012209015828ナカサ
ﾞワ ミチノリ 様

毒蕊料054-352-5641＊0

緊分の理由

全て政務活動にかかる

ものである｡

領収書金額(a)

パ”す 円

累分率(b)
／

/0D%

政務活動費支出額(a×b)

(”_＃ 円



!"cPI｡ ご請求年月日2022年09月01日
〒424-0821

静岡県静岡市清水区相生町7-26

中沢みちのり事務所

中沢通訓様

株式会社KDDIウェブコミ.可＝ケーションズ
〒107－0062

東京都港区南青山Z-26"1D-LIFEPLAEE南青山10階

お問い合わせ先E-mail:accounting@cpi.ad.jp

I

主
月

二
一
口 求 書

下記のとおりご請求申し上げます【電子決済(クレジットカード･pay-easy)】、【銀行振込】いずれかの方法でお支払いください。

ご不明な点がございましたら､メール(accounting@cpi.adjp)にてご連絡ください。

ドメイン名目 nakazawa-m・com

ご契約期間:'nll年11月09日～2023年11月08B

当蜜税郵嚥
で合計＞

請求書番号

012209015828

L･篭手決潰(クレシツト刀一F■pay-easy)】 、

マイページ(https://login.cpi.adjp/login.php)にログイン後､請求一覧画面のく決済方法選択＞ポﾀﾝからお手続きください。

【銀行振込】

■振込先:三菱UFJ銀行横浜西口支店普通5189475株式会社KDDIｳｴブｺﾐﾕﾆケーシヨンズカ)ｹｲﾃﾞｲｰﾃﾞｲｰｱｲｳｪブｺﾐﾕﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
※振込手数料はお客様でご負担ください。

○振込名義が請求先登録名と異なる、同額請求が複数ある､複数の請求を合算でお振込みいただくなどの場合はrお振込み前に」
マイページの請求一覧画面のく振込明細フォームへ＞ボタン､またはCPIホームページ＜振込明細フォーム＞

､ (https://www.Cpi.adjp/paymenHorm/)より､お支払い内容に関する情報をご連絡ください”



様式第1－1号

使途項目 ． サーチキー
支出証拠

「rn－rrn
書

消 去塾に0

吟了研

記入すること。

経費項目 調却艫･研修費。 "壁對蕊調鍔鰯欝会誇罰臓畷鮮鵬入費事講費壼緬濤人卿賓
内 容 k､メィ〕一 〆代一(､－食当 や
年月 日 令和と-年発ﾌ月｛ 日~令予ﾛ萱年千月z1日 金額 千c字-ダ 円

目的

使途

盤｡壷1回割一

県政との

関連性

オク! ？/0
円 x //<j〃月．_/V2. X

之

％
日

， ＝ 船〃′￥
円

ヂ年／0月整理番号／p－/／参照

蒙分の理由

全て政務活動にかかる
ものである。

洞貝IIXf 塞貝(aノ

段DJ解 円

菓分§ K(b)

／

/‘〃〃％

政務活動費支出額(a×b)

％〃′少円



様式第1－1号

倫汚）
侭2頭目 ｻｰﾁｷｰ ： 支出証拠書
「「｢]一[~「、

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー中澤通訓）

く

､l ia#I-v、 ‐ '一､ 、 ′ ‘、 1 I」

源
。
お

す
、

一
江
』
え

>（も

6fc 亜午勾

匹ノブ〃～r野ぞ届

1

1

1

~~嶺禧霊閻~~~~~｢~~~~~？‘悪畢5戸｢霊罰薑受田霞喧又司

ノム池円｜ 75冠｜'6がF/6,？”円 /5，7'3円

粟分の理由

/皇墨'輔落寓迭
※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及て)政務活動費の支出額をそれぞれ該当桶に

記入すること。

一＝ ざ

経費項目 諏罰暁費･研修費鰯雲調詩穂積･会議漬･資料癖･資料1静費｡事務費･詞弼漬･刈犠

内 容 儲ドバン奇一k､－麦

年月 日 令和千年Io月Z‘日~令和 年 月 日 金額 {6903 円
､

目的 APyつﾝ懐|もて一ITP掲載

使途 "-"ニノw､－崔>吻

旺引内容

振込 棚瀦61ご獅f7

哩洩瞳

0700

両砥引童画

像50,,66、
TM香君

0010 塵も論｢群<風*550／
お取孤番号

nlRn

面収馴門眺宥宕回,冑画宕÷画4国営＝二割一一〆

I ］1 1 Ⅱ I ll I Il I Il I Ⅱ

mE月コード お取引隆元幡蘭商

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

三菱UFJ銀行

籠聖謹直
受取人名力)ケー

エフ､､コミュニ
ｹｲ

コミュニ

5189475
ﾃ､，イーテ､､イーァイウ
ケーションスﾞ 様

依頼人名012209153613ナ力

電話
CD

様
“
知

６５２５３４
リ
５

ノ
０

チ
、
闇
、ワ

料

や
号
数

サ
番
手



農仁Pl｡ ご請求年月日2022年09月15日

〒424-0821

静岡県静岡市清水区相生町7-26

中沢みちのり事務所

中沢通ﾖll様

株式会社KDDIウェブコ言司ミケーションズ

〒107－0062

東京都港区南青山Z-26-1D-LIFEPIACE南青山10階

お問い合わせ先E-mail:acEounting@中i,ad.jp

主
月

二
一
口 求 書

下記のとおりご請求申し上Ifます【電子決済(ｸﾚプｯﾄｶｰド･pareasy)】､【銀行振込】いずれかの方法でお支払いください。

ご不明な点がございましたら､メール(accoun廿ng@cpi.adjp)にてご連絡ください。

ドﾒｲﾝ名: naka7"wa"1.com

ご契約期間:2022年12月01日～2023年11月30日

凄…

一
一

ヨー2023年11月30日 ￥3,80［

¥45,600

窪霊霧躍謹蕊蕊蕊譲蘂霧篝霧譲霧議蕊蕊霧燕蕊雲塞譲譲毒零瀝露
．¥50,160＜合計＞

ご請求金顎

￥50,160

請求書番号

012209153613

〆
【電子決済(ｸﾚジｯﾄｶｰド･pay=easy)】
マイページ(https:"1.印n.cPl.adjP/IDgin・php)にﾛグｲﾝ後､請求一覧画面のく決済方法選択＞ポﾀﾝからお手続きください。

【銀行振込】

面嘉凝璋菱um銀行横浜西ﾛ支店晋通5189475株式会社KDDIｳｴプｺﾐｺﾆｹｰｼﾖﾝスｶ)ｹｲデｲｰデｲｰｱｲｳｴプｺﾐﾕﾆｹｰｼﾖﾝｽﾞ
※振込手数料はお客様でご負担ください。

O振込名義が請求先登録名と異なる､同謹請求が複数ある､複数の請求を合算でお振込みいただくなどの場合は｢お振込み前に」
マイページの請求一覧画面のく振込明細ﾌｵｰﾑﾍ＞ボタン､またはCPIﾎｰﾑページ＜振込明細ﾌｫｰﾑ＞
ｲﾄ骨局-.ﾉﾊ‘…‘'一局;含州T､/nコ､,TnPn+-偶､Fmﾊｰﾄ、浩寺土川,1内塞IE閏才石情報存ご壷揺<#太い、 ／



様式第1－1号

使途項目 ． サーチキー
支出証拠書

「「n一「「、

※累分による支出がある場合は､領収書等の金額､果分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に
記入すること。

一一 号

経費項目 …費研修費…費蕊鯛耀織臓会議費露梛胤鍛轆費雪事銅費人件費
内 容 ﾊｰﾇ､庖窪拝-ノュ槇陶系重一
年月 日 令和歩-年十月帽へ令和会年千坪ｲ．日 金額 ･ gcLK弓円

・ 目的 言侭重一に畔私(2-“篭冠i卜椎玉一
使途

－一

階 ;液|"o､ぶぅ舌岱zえ岩董匂

関連性

(医~ごb皇､ご一【し〔坐建-~弓へ．-津昇るご差息，

、､P只剤…p1u1斗三‘〃

ユcbLo． メ
､_｣－
ユ今

>く-2二E一二念○士P5－
，

“ 3。

j－年／月整理番号／－7参照

曝分の理由
全て政發活動にかかる

ものである。

■〆、し一三一雫、、ー一夕

〃才 円

県分率(b)
／

/”％

政務活動費支出額(a×b)

多'＃ 円



〆

様式第1－1号

整理番号 ｜ ／一

（命玲）
使途項目 、サーチキー ・

支出証拠
口二口÷「「、

書

淵 函琵にC

3 邪洗
ﾀﾞ 〃

凸ユ謀i－ﾉと

ヨ手1.,’

ワ.O/C
1_j"/ . ' .

"史什>＝奴〃〃 ヌヵダ円、術

うり ノ勺9

〃『月
7ダク〃f

62γ′

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞｵ感当楠に

記入すること。

／今月ハル”2‘､，/‘脚÷z"=ゲ丑ｸ』円
| z7"郷×猟〃＝〃伊丹
L

経費項目 調査職費爾膠費､広聴広議費雷諏闇鰯会議費資料侭漬，資測熱費〔雲:事翻賢人脚賓
内 容 II宇久侮舜牢卑検_[議衞
年月 日 令r全≦/月(7同一蔀 年 月 日 金額 j､『/牟円

・ 目的
』 言儲査押隼私(直_“寵守-稚五

使途 葬吹崎鱗郵元金う鵡萱了翻
政務活動

県政との

関連性

正八二石迄と－k_'L_ 〔坐~窪亨隻 -建一異てるご夢圭畠，

1
1

韓遥こ
｛勢で一ぐ側やへ聯

領収書金額(白）

”Zソ円

緊分率(b)
l/Z

％

淫4力1口副真美山餌、｡へUノ

､Jl.8/坐 円



424-0828

静岡県静岡市清水区千歳町

7－18

発行日2022年12月16日

静岡ス

静岡店

420－O

静岡県

1－9

二一

TEL O54-253-6165

FAXO54-253-6168

中澤通訓様

ゴ竜言盲
菫
一

。

毎度格別のお引立てを賜わり有難くお礼申し上げます。

さて、下記の通りご請求申し上げますのでご査収お願い申し上げます。

本請求書と行違いにお支払いの節はご容赦下さい。 ＜＞

－ド:l ■ﾛ■

お振込の際は、下記取引銀行宛お願い申し上げます。

う
た

と
い りく ださい。
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静岡スバル自動車（株）
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受注番号 納品請求書作成日・ ・2022年．12"月16日 11‘／“2灯4

(使用者または依頼者）

お名前中澤通訓様
ご住所〒424-0828静岡県静岡市清水区千歳町7－18

納品請求書
蕊鑿繍054-352-564’

車種SUBARU XV 整備受付年月日 2022年12月15日 整備完了年月日 2022年12月16日

型式GP7E5UC-LFC-6Q20
R14アイハク早ノ ：

定期点検記録簿：参照
|去定24ケ月定期点検眼

日常点検項目（サービ
OBD診断……･･ ･ ・

ﾀｲﾔ溝残丑F6. 1 ミリ ．

7.ﾚｰｷﾊﾞﾂﾄﾞ残置F5.2

※ﾊﾟｯﾄﾞ残■3.0ミリ以下

1.ﾂﾃﾘｰ電圧新品交換

エアコンの効き具合

デフロスターの作動

ガラスの状態良好・

陸続検査料. .…･ ･ ･ ･ ・

フロントトーイン･ ･ ･ ・

ヘッドライト焦点･ ･ ･･
T，〃今夕、〃．末8同L】 ・宝

車台番号一
初度登録年月2016年1月
走行距離60,361 Km

エンジン型式FB20

登録年月日2016年1月14日

担当セールス■■■■■■■

ご用命事項
★車検（4ディスク車） ： 24ケ月定期点検
エンジンオイルSTD 5W-30F交換T

軸

上

弓

自

司

問

司恢

煮検
苫姪

】P

サ

l l H・H1Ⅱ

葱2画，

ﾌﾚｰ材ｲﾙU,5L

発煙筒右効期限2019=10戸

h

l L f

【対象①,"②, -:④】,
毎度ご愛Ⅲ賜り､. ‘砿にありがと;うございます.§' ･": “ ‘ ‐ ； 、｡ ，静岡スバル自動車（株);牙: . ” 、,、
次回もぜひ弊社をご利用くださいます‘よう．社員壹同お待ち申し上'静岡店 ， ゞ ”げ元おります., ‘
なお､､ご不明な点がございましたら、お気軽にスタッフにお尋ね下〒420弓0054
さい, 。 ‐ 静岡県静岡T罎区南安倍1＝9当1

お預り金⑥

＝

電話番号054-253-6165

e-mail

塑証番号中指第7162号

担当■■■■■

妬過労

ご請求金額醗迦⑥+②+③+④-⑤-． ¥147,289 静岡銀行新通
静岡スバル自動車（株）
普通預金0582463

整備主任者一
瞠 定E 2022年12月16日 １

，
Ｕ

零
坪
》

！
日

44275

54813
－9．909

89, 179

‐ 12， 100

,ハャ
12， 100

ロ副手＝二亜

自賠責保険料
印紙代等

ﾘｻｲｸﾙ料金計

24600

。と窪20r01IO,
1,400

点樹fツク
鱈睡再ラン 騨訊1



0

受注番号 2／2納品請求書:;作成日…2022年･･ 12．月 16日

(使用者または依頼者）

お名前中澤通訓様
ご住所〒424-0828静岡県静岡市清水区千歳町7－18

納品請求書
F

蕊雲繍054-352-5641
整備受付年月日 整備完了年月日

『宅

〈

「

ｆ

、

・

・

鴉

咽

凸二野卜

整備用計 』 寸（
I .

点椥fツク
…ﾗﾝ融

契約料計④ h

ﾄ 4

【対象①,: ，②④】
毎度ご愛凧賜り､‘:賊にありがとうこざい．まず5“ ： ゞ 、 ‘ : -’ ′静岡スバル自動車(株)〈‘”' ・
次回もぜひ弊社をご利用くださいますよう、社貝壼同お待ち申し土"静岡店一 ・ ． ; . ‘。げております.' ‘ 、 .

なお､,､ご不明な点がございましたら､､お気軽にスターッ;フにお辱ね下‘宗42卜0054:
さい． ・静岡県静岡市葵区南安倍1‘－9－1

替額⑤ お預り金⑥

電話番号054-253-6165

e-mail

璽証番号中指第7162号

担当■■■■■■
ご請求金額鰯迦nf@+･+@-｡-cm 1 整備主任者■■■■■

ま蛍 淀E i錘、
臣1 1弓蛆u

『

作業内容／使用部品

)エンジンオイルSTD 5W-30F交換T

エンジンオイル交換工賃サービス交換

ｽﾊﾞﾙﾓｰﾀｰｵｲﾙ5W-30T

ﾄﾞﾚﾝｺｯｸﾜﾂｼﾔ

オイルフィルター交換

ｵｲﾙﾌｲ〃ｺﾝﾌﾞﾘｰﾄ

小計

数量

８
０
０
０

４
１
１
１

技術料

嘩而
､~一一

550

部品代
、

3， 696

110

F－－－－～－－．
1，342

－－-=mW

1

車台番号

初度登録年月
エンジン型式FB20

登録年月日2016年1月14日
一グー厨－－丘 ■孟一阜凸 D" ■一一■_ . . ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

；

自賠責保険料
印紙代等

ﾘｻｲｸﾙ料金計

法定費用計③

振込先



様式第1－2号

＝
夕

支出証拠書（各種団体会費）

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・中澤 通訓）

－

受て睡務活動者の支出霧の理由、領収書等の金ミカーャヒJ,Q』×四〃凸a

ぞれ該当欄に記入すること。

華理番号

経費項目 願罰莞罰･研修費

内 容 異業種企業交流「白雲会」会費
Z¥(fzZ.

年月 日 令和j-軍f月"”~令和 年 月 日 金額 暑 円

会の趣旨.

目 的

＝星リノ・”jL』･' 0』』｣L且｣Y些勾ゾハー"J些犀些屋具1脚J一采ソ 〃四語l』一三曹〆ｰジふべピノUﾉJぺ些必J孟尽｡ 、 フ一刻~』＝

との交流を図り、それぞれの人格を磨くための講演会、セミナー等を催しマネージ
メントとしての人間造りを目的とする。

会の活動

内容等

①定例会

②研修会の開催

③企業交流会の開催他

政務活動。

県政との

関連性

一二|貝｣エUIbKｰ季'己.〃1 1望云･己哩レヒア1雨呈Tｰ可ジロノ．シlH』堅〃'､、竺叩P…し、 J吟－ケ／』､ーートー一

改善に役立てる。

’ー

一
一
．

更両
乗

る

蝋

く
』

ん
津

363アュユー星,ﾀﾕﾉ円
ノ2

円
＝ユ､ギチユ

β

玄円×
2‘匂

（
変
え
調
〉
鍛
幻
や
恒
罵
）
②
器
・
爵
ゞ
９

。
Ｓ
制
狸
ｖ
口
雲
細
塊
鴇
網
担
型
二
麗
盟
幻
押
即
匡

・
拘
冊
ｓ
荊
脚
ｍ
Ｕ
撞
口
旧
旺
濤
脚

■■

四
｡届扉京云冒T1＝シヱノ ！

易
刀
当
三
》
口

ｍ
唾
叶

四
口
一
言
ロ
一
陣
ロ

鵯
一
は
巨
壼

Ｒ
Ｈ
ｑ
印
』
二
形

Ｒ
Ｐ
印
』
二
形

巾
蝉
副
ロ
｜
皿
凄

彦
寺
－
０
凶
可
二
学
ノ
エ
Ｌ
＄
甘
画

畔

ｒ

＄

甘

画

畔

零
詩
聖
季
奉
訴
率
琴
塞
罫
詮
群
熱
唱

碁

洪

舜

蕃

粍
舞
．
．
凶
‐

ロ
ロ
ロ
ム
ロ
飼
斗

●
１
１
１
１
‐
‐

｜
コ
ョ

ロ
ロ
ロ
《
ロ
飼
斗
一
ヨ
ヨ

叩
祥
鞄
二
噸
檸
止
悪

昌
鵯
一
理
騒
禺
鴇

Ⅱ畦P

調
昌
鵯
一
理
騒
禺
鴇

而
鴇
一
．
守
言

【
す
「
［

志
鶚
一
一
『
芦

【
す
「
［

瞬瞬

騒
饗
§
・
謡
濁

壼
尋
阜
琴
零

壼
尋
阜
琴
零

|言
｜
コ
コ
コ
争
二
、
器

碁

升

碁

碁

升

升

鉾

楓
・
騒
揖
§
・
顎
調

回
唱
一
二
○
判

妾
舛
碁
升
普
選
升
饗
饗
饗
暑
援
※
’

４
賓
昌
担
敏
や

Ｐ
■
民
間
昨
ｒ
、
寸

４
賓
昌
担
敏
や

Ｐ
■
民
間
昨
ｒ
、
寸

可

α

『

雪
仁
一
Ｅ

一

坐。

可

α

『

雪
仁
一
Ｅ

一

坐。 ’’
蔚
些
一
ノ
騨
Ｊ
詞
汁

や
Ｐ
、
Ｅ
ト
ロ
ノ
ザ
も
■
■
３
四
９
１
９

蔚
些
一
ノ
騨
Ｊ
詞
汁

や
Ｐ
、
Ｅ
ト
ロ
ノ
ザ
も
■
■
３
四
９
１
９

ロ
『
否
の
、
汁

ロ
『
否
の
、
汁

ロ
『
否
の
、
汁

ロ
『
否
の
、
汁

蕊
ハ
ハ
訟
辛
寺

蕊
ハ
ハ
訟
辛
寺’’

一
言
哩
匹
１
Ｇ
ｕ
口
１
重
ｕ
仁
一
ｕ
』

弾
。
、
市
加
Ｂ
志
這

遥
莨
ｇ
ミ
員
『
一
月
貝
吊
ゞ
と

。
■
■
貝
霧

｝
長
惹
夛
ほ
一

享分の理由
全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

ZD与禦2 円

藻分率(b)
／

100％

ユq力1口割具へ閨醒、巴ク、レノ

2冊L婆2 円



匪
幽
辱
肺
Ⅳ
昨
酷
畷
厭
い
匪
藤
駄
園
豚
田
酢
側
俳
塒
り
り
胃
’
ず
■
ｆ
ｆ
ｊ
Ｉ
Ｉ
ｒ
ｊ
少
《
』
汀

白 雲
今
云 会 則●

第1条名称及び事務局

本会は白雲会と称し本部を静岡市駿河区広野4－30－6に置き、
事務局を随時設置する。

第2条目的

本会は参加する会員の物心両面にわたる進展と資質の向上及び地域社

会のより良き発展を願い、会員相互の親睦と体力の維持を軸とし、更

に異業種との交流を図り、それぞれの人格を磨くため講演会、セミナ

ー等を催しマネージメントとしての人間造りを目的とする。

第3条組織

①会員

本会の目的に賛同する企業及び個人で、役員会で有資格者と認められ
たもの。

②新入会員

新入会員の承認は、4月、 10月の年2回とする。

③役員

本会に次の役員を置く事が出来る。

、会長1名、副会長2名以内、幹事長･副幹事長各1名、幹事10名以内

（幹事長･副幹事長を含む)、会計若干名、監査1名、なお必要に応じ相

談役を置く事が出来る。

④役員の選出及び任期

役員の選出は役員会の推薦により、総会で承認を得るものとし、任期

は2年とする。但し再任を妨げない。

⑤退会（会員資格の喪失）

本人の届出、又は会則に違反した場合、役員会の審議による。

第4条経費及び会計年度

①会費

本会の運営経費は会費をもってこれに当てる。会費は企業及び個人一

単位に付き基本1口（1年間) 30, 000円とする。

途中入会の方は、入会承認が4月、 10月のためそれまではビジター

とする。 （会費は当日の実費を徴収する）

②会計年度

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

第5条事業

本会の目的を遂行するため次の事業を行う。

①定例会

偶数月を基本とするが、他の事業と重複しての開催もある。

一ワー
I



②研修会の開催

全会員参加による経済、行政に関する講演会及び情報交換会（不定期）

③企業交流会の開催

各企業を対象とし、異業種間の技能及び経営情報等の交換会（不定期）

④親睦会の開催

全会員を対象とし、相互の交流と親睦を推進する。

会議

①総会

毎年1回定期的に開催し、事業及び会計の経過報告と役員承認等事項

に付き議決する。

②役員会

隔月に定例会を開催し、本会運営に関する必要事項を討議推進する。

また役員会は年度最終回までに役員選考及び推薦を行う。

③議長

前記①、②項に関する会議の議長は、会員の中より選出されたものが

その任に当たる。

慶弔金

会員に慶弔が生じた場合は役員会において協議し決める。

会則の改廃

この会則の制定、改廃は総会の承認を得て行う。

第6条
ｒ
Ｌ
ｌ
ｌ
ト
ー
Ｉ
ｒ
Ｌ
Ｉ
…
ｒ
ｉ
；
Ｉ
－
Ｉ
Ｉ
』
；
＃
牒
糾
§
一
＃
１
薩
糾
Ｌ

第7条

第8条

付則（施行）

この会則は平成4年4月1日から施行する。

この会則は平成19年4月9日から一部改正実施する。

この会則は平成21年4月6日から一部改正実施する。

この会則は平成23年4月25日から一部改正実施する。

この会則は平成29年4月3日から一部改正実施する。

この会則は令和2年4月10日から一部改正実施する。

鮎
瑳
紳
詫
と

０
■
６
１
Ｆ
Ｊ
■
Ⅱ
，
Ｆ
ｌ
ｄ
Ｉ
Ｆ
３
で
Ｉ
■
ｌ
ｌ
Ｉ
ｆ
１
６
ｂ
Ｐ
Ｊ
“
日
Ｅ
号

I 〃
○
名

〃

’

畠

Ｐ

〃

＆

２
－
２
－
２

＊お願い＝会員は、名簿の記載事項に変更があった場合や慶弔に関して、

個人又は他の会員の情報を知りえた時は幹事まで速やかにご連

絡下さい。
２

’ 2
，F一一

";2
#廷
lF

f

I
：
み､＝

－8－



様式第 1－．1号

支出証拠書

価
‐
〕

》
叫
輌
〔
砂
山
〕
・
頭
《
〔
Ⅲ
〕
・
藍
戸
川
〕
｝
呼
声
Ⅱ
〕
一
△
咄
阻
〔
Ⅱ
〕
零
“
、

両
川
里
認
》
『
Ｉ
旧

、
Ⅲ
〕
一
輝
宿
川
】
Ｆ
藍
詐
〔
、
叩
声
荒
“
空
伺
引
〕
宰
痕
〔
咽
岨
〕
（
卓
〔
Ⅲ
〕
緑

命
叩
Ｊ
一
・
“
一
【
Ｆ
Ｊ

型
一
或
嶺
加
費
胆
姓
悔

…F
※蒙分による支出がある場合は、

領 兼分率(b)収書金額(a)

、3．‘／3円
ニュー一 戸‘

政務活動費支出額(a×b)

一

／
ｏｐ船1／2

％,イ 円

領一の金額､繁分率及ひ政務活動費の支出額を雫該当欄に
記入すること。

経費項目
餉鋤洗費.研修費.広聴広報費･爵澗誇活鑛･会議費･質料ｲf成費 ･資繩豊ｽ善． 雪･識癩.人件費

内 容 自郵 ニンーハ科. （ ）全ブﾖ分）
今 一 些 〆

年月 日 令和さ年単月6日,､』令和 年 月 日 金額 名酢 円

目的

使途

政務活動・

県政との

関連性

、Lン、･蜂目尻H1ｺ・lT〃

‐
邪
ｎ

〕

汁

、
缶
千
心
土
一
画
、

限口

“

〔

皿

司

ざ

一

口

“
ｂ

』

当
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・
・
Ｄ
Ｐ
■
四
画
守

圭
．
８
．
、

Ｉ
，
と
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■
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雪
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謀
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程

ロ

＊

川

小

澤
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一
揃
程

↑
ｆ
雫
』

缶
Ｅ
一
雫

一
日
童

亭
Ｉ
垂 雲メ

ゴ
ろ①

＝言61言



再リース覚書

契約No■■■■
契約日 2021年11月15日

賃借人（乙） 賃貸人（甲）

静岡県静岡市清水区入船町エ1－1

8、 中日本バンﾘｰｽ株式会

代表取締役・谷津和孝

住爾審 L

）し斗

喜
I

F氏名

甲と乙は、両者問に締結された自動車リース契約書（契約番号：

以下原契約という）のリース期間の満了日以降、下記条件によI以下原契約という）のリース期間の満了日以降、下記条件により リース契約を更新（再リース）

するものとします。ただし、下記に記載されていない事項は原契約の通りとします。

（1）
、一″ リース自動車明細

毒~｢蚕言車名

|…" ’

現侭菌り

EYESIGHT

DBA-G．P7

20エ 6年 1月

静岡県静岡｢滴〈識T7-18

に罎詞ll .

付属品
－ －

車両

登録番号

車台番号

型式

初度登録

（2） リース料に含まれる費用

費用項目
(○は含む）
(×は含まず）

〈
×
○
×

巳f磧具昨脳天ｲ理r

自動車重量税
自動車税 全期間
環境性能割

八
×
×
×

豆琢同白箕ナ制

車両代金
自動車保険
メンテナンス・サービス費用

×
×

固定資産税

動産総合保険

（3） リース期間

期間 ’ 1 2ケ月 ｜開始日| 2022年（令和04年) 1月14日

（4） リース料および消費税額

一回当り
(月額）

秒も亟リース科．

消費税

合計

5,LUU rLゴ

810円

8,910円

前払

祝寂リース

消費税

合計

科． 円
円
円

＊
＊
＊

＊
＊
＊

＊
＊
＊

（5） リース料の支払方法

支払方法



スンナテ夛汀
頂 km タイヤ交換 本

本
本
個

×

法定点検整備
継続車検整備

一般整備・故障修理
スケシﾞユーノレ点検
エンジンオイル交換補充
事故修理（車両保険金の範囲内）

へ

×
×
×
×
×
×

メンテナンス
項目 ・

（○は含む）
(×は含まず）

バッテリー交換
パンク窪

代車

×
×
×

対人

対物

対物免責

人身1名

人身1事故

搭乗者1名

搭乗者1事故

保険種類

保険金額

保

免 縦
車両保険

免責金額 万円
１
１
可
１
丁
１
丁
－
－
－

Ｉ
Ｉ
Ｔ
ｌ
Ｔ
ｌ
Ｔ
Ｉ
Ｔ
ｌ

Ｉ
Ｉ
Ｔ
‐
－
－
上
ｌ
ｌ
ｌ
－

特約

・車両保険金額は車両標準価格表に基づき甲の定める金額とします。上記免責金額はノンフリート等級別料率の変動

および自動車保険制度の改定等により変動する場合があります。その場合には保険会社の規定に従うものとします。
‐リース期間中の自動車保険料は、 リース契約時の割引・割増率及び車両保険料率クラスで計算されています。

･上記保険に関する特約欄に特記しない限り、 自動車保険契約の保険期間は原則として1年契約でリース期間中更新

するものとします。

･その他自動車保険に関する取り決めは、保険会社の約款および取り扱い規定に従うものとします。

（8） 付随条項

リース契約期間満了時の残存価額は金ユ50, 000円とし、実際の処分価額との差額は、
甲乙間にてリース料とは別に現金をもって精算するものとします。

消費税率が変更された場合、税法所定の税率が適用されるものとします。 お客様棒



様式第1－1号

支出証拠 書

（今派楽，壽昌R.E L1･価ノ,亨,自再み＝一． ‐‘－ ．－ 、－ －. .、

■■■■■■■■■■■■

よる支出がある場筐 吟7KiR：

整理番号

経費項目 調剴暁費･珊彦費･広職酋報費･雰調靜勵費･会議費･資料付城費･資繩臥費．犀笥･謁緬費.人付費

内 容 コピー機リース料（ 沖 分）

年月 日 令和歩年チツ 日~令和 年 月 日 金額 津7 ■ 円

目的 政務活動に必要なコピー機のリース

使途

政務活動.

県政との

関連性

、ﾛ貝HX言只向1､｣イギ〃

|塗

懸

驍

菅『‘･｣『､畠' ﾛEに口脇雌畠F‘ず管h､EL帝里聖:、

氾5軍03麺0％

;05g03=20
贈 も4匹△ ･L1iゴーJ .J匙‘蛤 9 ．3 q､ .

字05琴03津20
写盆今一一一=ざ色弄土･含=二－試嘩主

一口 pL -■ ﾛｮ司bゴー砧･ 竜二■寺』一r■

：05草04葦06
三足二影二=､画忌番号ぞ晶弓=冒轟,吾毘

荊鱗“葦07

tUaIgU4¥Ub
三足二影二=､画忌番号ぞ晶弓=冒轟,吾毘

荊鱗“葦07
言聖 『ﾛ旨q副 ⅡJ■ ざ哺 一→.､ ■ ﾛ 二二

205Xq腫廼
忌凸 ､- ‘ L,生ﾏﾛﾛ･串 =, ｡ ざ弓

iO5gOn=24

;05管砿塑5

？
Ｙ
一
○

つ
一
一
一
イ
ン

◇
Ｘ

Ｉ
ｌ
に

・
於

守

輻

声

弘

ロ

一

堂

馳

宅
■
『
『
挿
侃
碁
『
口

郵
・
・
・
・
口
ロ
丸
・

詮
２
宗

ご
酢
■
と
考

訂
Ⅱ
哩
引

壷
Ｂ
－

学

、

Ⅱ

同

叩

｝

“

蕊
畝
一
一
一
霞

密

川

口

子

寺

懲
悪

淨
哩
《

一
鋸
Ｈ
齢 =f'7Rz6

粟分の理由
政務活動と後援会活動

で累分

領収書金額(a)

画”
集分率(b)
1／2

％

＝珊刀1日…鳧一畔

γ』

(a×b)

■円



様式第1－1号

~季ラミフ~同

支出証拠書

（会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブー中澤 ョ|ﾊ
ﾛﾉ11ノ通

記入すること。

ｐ
一
つ》

経費項目 調査研究費研修費･広聴広報費･雰諒|誇勵費･会議費･資紺賊費･資料購入費･鳫霧胃･弱銅漬･人ｲ積

内 容 携帯電話代(au l－浮月請求分）

年月 日 令和3琴 御。 日～令和 年 月 日 金 額 g－E､ユノ円

目的 政務活動に使用する携帯琴舌代

使途

関連性

、、貝↓Ⅸ毛三只白1､』1千〃

ご利用明細書
平素は当社のカードをご利用いただき誠に
お引落口座へのご入金は､お支払日の前日

露難

崖
旧
13
'1 ；

Ｉ
Ⅱ
，
《
が
《
弓
弓
望
｝
四
Ｊ
｝
勾
虫
｝
ぺ
］
１
Ｊ

１
１
１

L_
雌

’

ありがとうござ

(金融機関営業

側
司
引
引
１
．
川
叫

２
２
０
１
１

３
３
４
４
４

０
０
０
０
０

５
５
５
５
５…

います｡今月分の｢ご利用明細」
日）までにお願いいたしますも

をご案内申しあげます。

|(ﾐﾂﾋﾞｼUFJﾆｺｽ）伯払 52,034

au電話利用料 ~. ' ~弓宿両部萌雰

i…咽呂ロ

削目栃舜阯雨間

耳倖 &B1nR

1 52036円

当日ア昌昇や頚

内キャッシング分

合 計

トl挫息：語言壼

庇
ご
皇

按分の理由

政務活動と私用で象分

領収書金額(a)

/”港 円

聚分』 i(b)

1／2

％

政務活動畠寶麦田詞颪ﾇ石祠

"-Z/ 円



様式第1－1号

使途項目 ． サーチキー
支出証拠書

「、~]－「「、
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー中澤通訓）

毎冊がある場合

記入すること。

轄理番号

経費項目 電霧費研修費卿癖費頚蔚欝勵費､会議費資料{賊費舗騨蕾霧費事翻潰ﾉ畔攪
内 容 仁也－－仁妥零望聰牢､ (楡1分通乏蜂監潅霞）
年月 日 令和＆隼f月r2日へ令和 年 月 日 金額 /､ｱ／○ 円

目的
〔いisrl ( 丸旦‘宮謙L計鈎'潅壼鍵薗1，

使途 茨曇孟一〔7ｾﾚ〆=ﾑf〈》）
一＝ロ ロ ■ﾔ

関連性

疲諺尖公篭讓-ご祭馨:裡場につずき生､盃や証-ヘー
丹-て"~公述_竿')葬告(2つ毎ヵ"弓、

く､T県｣lX音只白1,｣fF,グ

、
ケ
ノ

ﾉ4

詞渉蒟：中澤通訓

ｃ
ｃ
『
師
１
国
四
ｍ
Ｉ
マ
四
つ
二
四
時

拓
翻
剛
の
矛
鼻
婁
但
得
芙

診
侶
旺
句
ｅ
冊
穐
美

鑿
ｌ
駒
。
聡
謂
艦

創曾ロ『配I B旬口元
呂昌sgsIヨー
ワ函 ←H1の
o n率I R－

＝ 罫 ｜罫。>

'一

’ コト〔0

m闇
函つ
討つ

皿〔．
言
。

叶瞳 ｜志
闇鯛伯｜領跨

迄絢滞|蓋鰐
田冊×劃｜瞬く□

（
語
桝
ユ
ー

、ロ
つ
［
師
１
画
四
両
ｌ
奇
い
つ
二
四
』

垣
釧
協
御
幸
鼻
橲
愼
穐
芳

〃
侶
旺
面
ｅ
冊
得
美

雲
ｌ
刷
○
聡
糖
雛

↑
司
邑
山
匡
・
く
い
昌
二

つ
［
つ
「
師
。
。
○
つ
つ
ロ
。
○
③

『
つ
ロ
ヱ
、
『
。
↑
く
つ
○
口
塵
く

象分の理由

全て政務活訓こかかる
ま郡n=声左ス

領収書金額(a)

4タノ0 円

壕分率(b)
／

ノク0％

政務活動費支出額(a×b)

(,ヲﾉワ 円



様式第 1－1号
『

イ

支出証拠書
『谷ｬ雇々 二当百一二

ｕ
一
一
姐
華
詑
談
羽
霊
珈

蕊
誰
鐸
蕊
一
旺
一
、
鑑

、
Ｉ
〕
揖
五
肘
脚
〕
呼
堀
売
雁
〕
歩
潭
六
Ｎ
〕
〉
』
副
〔
Ⅲ
岬

ﾉ

縢霊霊薑忌｢ 両
蕊扇買受田扇冒更詞

2F/, 円’
零分による支出がある場合は、
記入すること。

※ 領収書等の金額幕分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

}

整理肴
。

． 婆へ／づ

経費項目
”…1ﾉし只妙'1匡衰.ﾙﾑ卿ﾑ報買.銅陳糯活轆･会議費･資料f鰄費･資糊泓費.謡塞譽.露忘調． A砕塞

内 容 ノ11蒜ﾐ刈、貢 (宅気1℃。
皿g勇ツ ）

年月 日 令和_と-年知〃日~令和
ノ● ／

年 月 日 金額 ユリと／／円

目的 政務活動事務所で使用する光熱水費

使途

政務活動・

県政との

関連性

、l録哩盲〆口I｡｣1十〆

～

擬
画
９

》
燕
一

一

々

』

堰

二

釦

・

ロ

』
＃

三

惟

旨

．

一

一

、

●

酬

乱

吟

白

滝
ト
ェ

》
ベ
イ
壷

武
荊
訴
』

壷
誹
歴
引

一
宇
舗
川
》
一
・
卵

』
《
聖
ｎ
Ｔ
一
一

凸
・
】
■
Ｉ
品
・
一
撒

蚕
ジ
〕
鴫
．

■

ｑ

・

亭

・

垂

畢

画

桑分率(b)
1／2

％



様式第1－1号

整理番号 へ／

支出証拠 書

幽
司

０
６

の金額､茨分率及ひ政務活動費の支出無/へ

目的 政務活動に使用する事務用品
冬

使途

ｰ－■戸口U門戸己

県政との

関連性

一領収証

一…ﾒｰ桂

内

消費税等

SAKAE2021,3.1”.2”

タ年芋月-2-の日

－

6

謝噛：

中澤通訓

¥_L3/j~_ 但嗜ゞ侭ｱｰ7｡
布ｰ7｡但

卜買BEに領収いたしました

〒424-0826

静岡県静岡市清水区万世町2丁目3－32

有限会社

パッケ
TEL(0
FA X(0 回

手おの理由

全て政務活動にかかる

ものである。

mRH又言定員貝(aノ

ユ,きﾉ､f 円

祭分率(b)

／

100%

政務活動費支出額(a×b)

←

2，ゴノ』 円



様式第1●－1号

~了アー7~＝－1
■

使途項目 ． サーチキー

丘壬一｢｢有 支出証拠
三量
Eヨ

召・議員氏名ふじロ

罠白 IIU

千フトキヨスク静|湖幹線

TEL: 054-654-7064

.23年4月21日（金) 11:29No:00[

うなぎパイ1S本 爽鰯雨

Y可式語｛ に士Ｉ
・
巴斗の

現金出秘

蔵α姪由
全て政務活勇
&のである‐

芝出がある場合 吟7K耐 書0〕毛

蝿
懇

茨犀‘,〃"円
瞬潅本ろ／〃贋

一つ

語尾宙万一

経費項目 趣胃･研修費･圃諏報費･需禰鍔勧費･会議費･野}幟･資*朧入費･事務費･事銅費･人件費

内 容 |希rtPI IAs弾大軒趨まと-せfE型言龍‐九種呉麹媒
年月 日 令和与年(f月写日~令和 年 月 日 金額 I(fr"'込円

目的 不垂い歩ら蕊渥雲_葺煽ol/て旦詫。

使途 ' 一吏途章、 PLF-FLf,

印紙税申告納

呼つき名古屋中村
税務署承認済

矛ノJ一、Uノ

／

／〃D％

政務活動費支出額(a×b)

／船6ヲ2 円



個別履歴照会

作成日時: 2023/05/0110:14

■■■刻印番号

媒体ﾀｲブ

発行日

有効期限

ネガ個報

狸
性
外

券
屈
ジ

Ｆ
Ｆ
Ｋ

Ｓ
Ｓ
秀

一般ノロ･鉄道共通

大人

￥500

ナカザワ ミチノリ

中澤 通訓

〒424-0828

静岡県静岡市河水区千歳町

7－18

フリガナ

氏名

郵便番号

住所

性別男性

生年月日1944/09/23 年齢 78才

電話番号 （自宅） O54-352-5641

（撰帝）

因$甑f高

POINT)

発行日 通用期間

停留所（発）

停留所（発）

所
所

１
１

眉
着

く
Ｉ

経由

経由

割引

割引

1/9

戸533 999

53ｺE989898

J 戸司弓

｛ ．｡。 ７７７

処理日時

フOﾌｺﾉ04ノブRフ、｡。、2023/04/2820:30

ﾌ､ﾌq/04/2820:30

提器一

自動改札機
－

自動改札機

券売機

‐処埋

SF利用

SF利用

チャージ

金狐

￥35C
9 !I

￥0

¥1，000

残額

￥1,980
． ！1

¥2F330

￥Z‘330

未了

一一
1

支払方法

t’

’

詳糊

新静岡→入江岡

野同其鍋1豆1－折静岡→

新静岡

1 11

1号棚

11 1！

1 533
戸
『
】

戸
『
】

戸
『
】

、s33 555

壬v色ごFリマダュ曹士ジロムニ

2023/04/2812:46

白動諭ｷ1嬢

自動改ｵ{狼

SF利用

SF利用

¥350

￥0

¥1,330

￥1′680

ハ仏I咄→印IHJ↓叫

入江岡→

／533 4 2023/04/2811:06 自動改札機 SF利用 ¥350 ￥1,680 新静岡→入江岡
グ

ノ 宮司旬
I ｰーｰ

『
３
－
う

‐弓

2
弓

2
弓

2

2023/04/2810:43 自動改札機 SF利用 ￥C ¥2,030 『静岡→

’ 533

I533 111
2023/04/2809:12

2023/04/2808:44

自動改札松自動改札松

自動改札拠

SF利用

SF利用

¥350

｜
釦

￥2,030

￥2'380

入江岡→新静岡

入江岡→

浩330 2023/04/2808:43 券売機 チャージ ¥1口000 ¥2,380 入江岡 1号槻

F5329 2023/04/2519;03 自動改札機 SF利用 ¥350 ¥1,380 ’新静岡→入江岡
1 5328 2023/04/2518:36 自動改札機 SF利用 ￥0 ￥1,730 ’新静岡→
い327 2023/04/2513:54 券売機 チャージ ￥ 000 ¥1f730 ’新静岡 1号棚

15326 2023/04/2513953 自動改札機 SF利用 350 ￥730 |入； 二岡→新静岡
､325 2023/04/2513:29 自動改札機 SF利用 ￥0 ¥1,080 |入 ｴ岡→

O. 、r5324 2023/04/2119:54 自動改ｵL機 SF利用 350 ¥1,080 I 那岡→入江岡
5323

O三唾'1 5322

2023/04/2119:29

2023/04/2110:08

2023/04/2109:412023/04/2109:41

ー■h韮剖咽

自動改札槻

自動改札磯

SF利用

SF利用

SF利用

￥0

350

￥0

￥1.430

￥1，430

¥1,780

|新

I

1入

静岡→

→新静岡

→5321

F5320 2023/04/2017:37
－－

自動改札撫 SF利用 350 ¥10780 弓 →入江岡

／ 5319 2023/04/2017:10 自動改札槌 SF利用 ￥0 ¥2｢130 I →

’ 5318

15317

2023/04/2010:56

2023/04/2010:2フ

自動改札挫

自動改札槻

SF利用

SF利用

¥350

￥0

￥2"13〔

￥2‘48C

’ 岡→新静岡

入江岡→

、5316

/5315

ﾌ､ﾌq/04/2010:26

ﾌ､ﾌﾏ/04/1718:03

券売l腰

自動改札樋

チャージ

SF利用

￥ 000

350

¥2,48C

￥1，48【

入江岡
佇戸亜而 ▲ 訂一雨

1号槻

／ 5314

、5313

2023/04/1717:34

2023/04/1713;52

自動改札槻

自動改札櫻

SF利用

SF利用

￥0

350

￥1，83(

¥1,83C

腺鮮岡→

入江岡→新静岡

、5312 2023/04/1713:29 自動改札機 SF利用 ￥0 ￥2，180 入江岡→

/~=5311 2023/04/1417:23 券売機 升一ジ 100 ¥2,180 岡 1号槐

/ 5310
『

1 5309

2023/04/1417:23

2023/04/1416:54

自動改札磯

自動改札機

SF利用

SF利用

350

￥0

¥2,080

¥2,430

静岡→入江岡

j岡→

1 5308 2023/04/1416:51 券売機 チャージ ¥1,000 ¥2,430 #岡 3号桃

{ 5307 2023/04/1411:59 白亜h孜札機 SF利用 ¥350 ￥1，430 入江岡→新静岡

し5306 2023/04/1411:29 一五h去十I jm

SF利用 ￥0 ¥1,780 入江岡→

/5305

|5304

2023/04/1217:30

2023/04/1217:01

臼勘政札l鼬

自動改札礫

SF利用

SF利用

V350

￥0

￥1,780

￥2'130

野1吋がI咄→へ41叫

新儲岡→

I5303 2023/04/1209:18 自動改札機 SF利用 ¥350 ¥2,130 入江岡→新静岡



様式第2号

－

呵
鞭
咽
壺
岫
ｆ

啼
守
勺
曲
Ｊ
Ｔ
～
Ｆ

＊本概要書は、県外における調査研究活動のために政務活動費を支出した場合に提出する。

し卜r鼎啄へ"疾咲』潤詫Iの塚稼獅の高ﾉ電4し修診－9利矧が､ (劫、叶略
、逮索犀fﾙｱ目的,可能榊瀞も

県外調査概要書員

A,ざ年チ月ﾕｫ日

会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ．

､中渇戸息_言矧

目 的
太垂_会津や童君い仁』 ‐毒雇鍾-琴海｡）
讓舜､，詳二-ヶ復ﾊ式､‘ノヰ尋IZ（

"('T__ '

年月 日 izさ--, <f烹乞－1

場 所 寸迩29守岬を-糸夫ら－2~乙貢

内 容

1行程

》､了zla－討涜向 ？八・=‐

2応対者

３

喬向壷ff汽轌看宣一閏脚 [ lﾜ軍へ

(ｵ非j夫軟､命旦
〃

聴取内容

ﾌドｵｦ『公手へ浄征fE三之零ある7乞汐､公言fr(-1,/fPI"
友リ，之皇甦毒握鳥裡f吋鉛菱三も浜ﾌ'Lオマオ12
歩＄いうや一繕燕彦)寡迄千千c一、 、 1 {啄避_ｴﾆｧ子-つだ

墓碑'宏乙咳奇r増l雨水で、圭陽七一3時|術､壱得得。

．Z,‘

墓鮮WWi1裂皇無念癖i二
つ2斗 (が許許〈<ﾒ/-ﾝ､ ' 'こうaYPLﾉ1fご亨去て』､奉弓ノー

4県政ﾊｰの反映

竹〔望'一じへ塁異汚('z イ庭うユ之. ｢~Z:-

市2茄二ご＝亭匡参二塁』十星{‐ 参
r

合了乏.弓屑毒毒葬と(些乏_易

邑露一三戸しへ…



CLT活用施設視察

4 ｸ

場所

「Port PIus｣ ((株）大林組次世代型研修施設）

神奈川県横浜市中区弁天通2-22

1

1

日時

4月21日 （金）午後2時～3時

2

※午後1時50分に「PortPlus｣ 1階玄関前に集合ください

株式会社大林組

｛

営業総本部

木造･木質推進部今
主席技師

●
OB…H1

一級建築士『一級建薬施工壱理技士

東京都港区港南2-15-2〒1088502
品川インターシティB棟
電話050-3828-4817(直通）

,備考

、現地で

部の御

と木造･木質推進
1

ごいます。

株式会社大林組

静岡営業所長

一…
静岡県静岡市葵区黒金町59-7ニツセイ静岡駅前ビﾙ6階〒420-0851

電話(054)273-8101
名古屋寺店名古屋市東区東桜1-10-19〒461-8506

画電話(052)961-5115 「

全

●
OB“SHl



様式第1－1号

雲量」_土二

一

使途項目 、サーチキー ．
支：出証拠

口二口一[~｢一、
書

．( ・会派名・謹昌氏楽・凡1.-のぐIｧI目戸〃＝→･ . H-･ ，璽==1,『 、

這出がある場合は、領収書些等0 文ひ政務活動看の支出鞭

記入すること。

経費項目 調剖職研修費･腫聴嘩畷雷綱鍔轆会議費債紺儲蹟蜘藩鰄事"潰人川犠
内 容 '電_言舌代（手同諸非狗、JTr

年月 日 令和_土一年や月2-¥日~令和年 月 日 金額 ヨ6[6円

目的 直奉三舌電に夜I令鵡看結苛建隻危代
使途 一一

政務活動

県政との

関連性

一一

＞収言貼付枠く領
〆
■

’

温
雁
朗
劇
穏
緋
燗
葉
鵬
闘

斡
玲
尋》

領収；書金額色）

クユ､33 円

釆冷率(b)

l/z

％

政務活動費支出額(a×b)

26(も 円



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠

匝回囚－回IE 書

領収証

Ｊ
ｈ
Ｉ
ｌ
Ｄ
ｒ
ｆ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｊ
？
Ⅱ
ｐ
Ｉ
１
Ｉ
ｌ
０
Ｆ

NQ__….__…_____…__-

‐凸＝ロロ画一■

~雨5砺函覗蘋震霞一屑實現霞＝1

1
卜

.-ローローーーローーーーー=』

／ marukitaきたがわ商店
静岡市清水区船

灘識:泊北川
TEL/FAX (05

而寂涜蚕燕震雨一渭冒露專-－
／

『

現金・カード, （ ）

-万W茜ｽ55万元一一一一一一一一 晉撮番号

」!‐
'一一‐

峰一口 ､､ ロー手~bｰah＝･=－5Q4七一h-一一一=＝一一一一画内一一－毎凸ﾛ. ご－＝壬一一

虎猫： 中澤通訓 ，”''側x塾'ﾑ,凰≦ /具､錫j6

記入すること。

整理番号 ￥へ／〆7

目．的 県政関係の情報や政務活動の情報を報告する。

使途 ホームページ管理･更新料

政務活動.

県政との

関連性
ホームページを通じ、県政の情報や政務活動の状況を広く県民に報告する。

曝分の理由
全て政務活動にかかる

ものである。 /_z、ま“ 円

采分率(b)
／

100%

＝q刀1日…其多1 ’醒温、堅夕、Uノ

/2，銘‘ 円



様式第ユー1号

＝

支出証拠 書

|

’

’
｡J御｡qDX

;き賊にありが&
との､お客様抱
㎡どき羊÷m示卜

送
灌

お
め

を
訂

Ｊ
帝

好
字

細
額

明
許

払
会

支
↑

お
お

’
た

り
、

握町2-7-2F

更出がある場合 界-号牛塁乃7KT配

1

整理番号

目的 政務活動上の情報収集に使用する。

使途

お問合せ番号 ■■■■■■■■■■－
お支払い日 〆1 1ノペ年 ノ。 且 つ◎口

い金額
21 03 5 円

L〃､い目些

|■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■

■■■■■■■■■

I■■■■■■■■■■■■■■

－

■－－‐

I

I

J ． ・ノ ニナノリ

竿分の理由
全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

2,035円

永分率(b)

／

100% 2,035円



様式第1－1号
. 『

整理番号 ¥_i F
1， 、 ／

支出証拠 書

r合j岸毎 ＝L旨一

塞壼r 青ユ､,Z千ユ円
67鼎

記入すること。

経費項目
調査研究費･研修費･広聴広報費･舞轆|涛括鱸.会； 讃･資料伯戎費･資糊飼費･事務費･團壷園･人件費

内 容
･ﾉuバロシハョ且

辿邑型ソ水追代． ）

年月 日 令和さ年や月"日~令和 年 月 日 金額
IQ(21 円

目的 政務活動事務所で使用する光熱水費

使途 一

政務活動.．

県政との

関連性

h

<1Zr"."5賀ﾛ鱸2
－ユー 凸■一－ 一晶画画 F一宇ロ.=字画

畦熊調4畠2
－＝=÷=晶二、｡ご画･&q令･=･=_=出

,f､ﾏ'員『 里苓土』今 ﾏｺご常蚤 F ､､.､ . r ‘- .『 『

職麺礁助鳶2
｢胃＝邑冒時f悪晋JRLﾕ壺弓届:墨,Z詫哩唾

蕊迩謡砿鍾‘

篭蕊謹膳誌識2蝉: i!
季

》

句

替

。

》

睡

伺

唖

一

一

斗

葬

墨

琴

畢

》

》

一

篭

、
深
酒
ｗ
斗
喚
穂
．
哩
川
詩

一
鐵
錨

恥

〔

Ⅱ

四

番

鈴

ｎ

吋

Ｕ

ａ
曼
一
の
』

厚
同
日
．
『
．
目

蕊

驫

２

評

葬

墨

琴

畢

》

》

一

篭

年
刊
晶
令
邑

解
２
弾
烈

．－．

》
ぜ
－
℃

、
一
』
｝

》
・
一
》

深
酒
加
計
韓
丸
．
哩
川
守
晶
、
ぐ
ひ
抑
』
但

や
町
斬
”
抑
一

一
蝉
蝉
唖
蒋

ａ
ｓ
Ｐ

急
日
甚
“
守
一
鴉
』
ロ
．
曇
一

鰹

華

ぷ

等

い

ｗ
悲
宮
串
呼
部

・
】
．
時
』
踊

魏
蟇
翌
篝
謁
毒
野

築分率(b) 政務活動費支仕H室百r負×1句｝…、ｰ"､些ノ

1／2

％ (D,'二｜ 円



様式第1一1号

鑿理番号 ~2i-"

使途項目 サーチキー
支出証拠

匡匠回一F~｢0~｢列
書

議員氏宅

冨拙がある場合は‐領収書餡弄り 台7両武

記入すること。

経費項目 調罰暁費･研修費･圃鉱報費･要綱詩瀧謄･会議費･資洲鍼費･厩藏司･事務費･謂銅漬･人件費

内 容 新聞購読

年月 日
瓢

･令和_9,年 干月 z3日へ令和 年 月 日 金額 ?,97g 円

． 目的 県政、社会情勢に関する情報収集

使途 酋年α月～ 年 月購読料
I

政務活動.

県政との

関連性

県政等の情報を収集し、議会質問や施策提案などの参考にする。 ．

<領収書貼付枠＞ ’

‘淵”適物”

",'ず糊3

粉’'13>39x

ﾀ,?〃

０
－
１

２
’
２

22

弓、

ﾆコ

24

門

9

I
D

領収証
i支店区域

| 05 007
※は軽減梗率対象です

騰曲中沢通訓

L有限会社石原新聞店
05-04-04

05国04-04

05=04-27

05-04-28

05＝05－02

|:::’
'2001
12001
1 1

19001

岡市清水区江尻東1－1－鵬 電話 0120-107466

虎ありがとうございます。本証はご保存下さい。金額その他を訂正しだものは無効です。

3,3001ｼﾐｽ､､ｼﾝﾌ､､ﾝテン ’

様

※朝日新聞，
※農業新聞

10%対象 0
8%対象 7,023

１
１

消
消

内
内

く
く

説
説

０
３

０
２

４
６

３
，

４
２

O)
520）

領収全額（含消費税）

7,023 円

2023年 04月分
領収致しました。

士年上月28' 日

募分の理由
全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

2773円

･梁分率(b)
／

100％

政務活動費支出額(a×b)政務活動費支出額(a×b）

2，”孑円



様式第1－1号

[革＝整理番号

使途項目 、 サーチキー
支出証拠

[画一mn
書

（会派余．簔昌庄楽臭､1･"､でk戸I自己方＝→ 串… 、＝ ＝“ 、

令和占年や3日~令添i&年牛蛎､)B
－

臣

記入すること。

経費項目 國重遍園･研修費･広聴嘩R費･雰調誇瀧情･会議費･資料侑鑪･資糊鯲費.事務費.謡弼漬.人#費

内 容 県庁にて調査

年月 日 金 額 8go,円
唾

目的

骸当項目に丸帥 部局事業ヒアリング・地元要望活動・会派内調整打合せ･政務活動資料の整理

使途

骸当項目に丸印）

T罐注舌fT ． ’

《筌翌寡ﾉ．'百YIゴ貢．悶土早料．

＝郡グJNH…

県政との

関連性

骸当項目に丸日》

・ 地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。
・確認した事業の内容や進捗状況を元に､議会･委員会等の質問に反映する。
・ 議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。
・ 会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調轄.隼約群凄行註

、､脳只』1入盲況口1ｺ1千,〃

別紙のとおり

集分の理由
全て政務活動にかかる

ものである。

領I 又書金額(a)

み,ヨ"〃 円

壌分率(b)
／

100％

政務活動費支出額(a×b)

‘,ヲ"〃
円



月 日 内 容 令額（円）

手呼Q 三'風〔‘｛ 織疹'河、ﾉ識!1w(fi,て膠ｱｿ>7､、 7しｸ○
′

lb 役員金． 7○○

Iワ
lー ?受烏合､ 、課漫字i望/義、 ﾌﾟ○

I¥ 木打詐'{Iや雲ニ ヤ熊し! cL7"FI(･MLwｲｿﾝ7
11

7つ○
′

1

(7 領_員方兎 '7c'-
'

Zo う｡て負池/公 '7(DC>
′

zざ 瑳左象 z)('-
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ﾕ零 洲艮絶､/食､,乖為/迦一
〃
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ノ

のつ

合 計 ろSoo



個別履歴照会

作成日時： 2023/05/0110:ﾕ4

ﾛ■■■
刻印番号

媒体ﾀｲブ

発行日

有効期限

ネガ掴報

定期券狐

Ⅲ
主
卜

闇
詞
櫓

Ｓ
Ｓ
デ

一般パス･紗;百鉢短

大人

￥500

フリガナ

氏名

郵便番号

住所

ナカザワ ミチﾉﾘ

中津 通ﾖ11

〒424．0828

静岡県榊岡市潤水区千歳町

7－18

性別男性

生年月日1944/09/23 年齢 78才

電活番号 （自宅） O54-352-5641

（挽帯）

最終残高

2014/03/03

(申謂） (停止）

定期属性 発行日 適用期間

停留所（発）

停留所（発）

停留所（発）

停留所（発）

１
１

石
石

く
Ｉ

経由

経由

割引

割引
１
１

冠
着

く
く

経由

経由

割引

割引

1/q
÷『＝

一件明細lD

O 5339

処哩口吋

2023/04/2821:08

礎器

自動改ｵu鵬

処l里

SF利用

孟狐

￥35C

娠幽

￥1,980

未了 支払方法

’

■辛副 I

→入江岡
/ 再司司
「 ｰｰ目

8

J FR弓

I コュ,．
Ｔ
Ｊ
－
目 5５ 5５

ー

ZOZ3/04/Z820:30

2023/04/2820:30

自動改キリ階自動改キリ階

券売機

SF利用
－

升'一ジ

Mr
〒u

¥1,OOC

￥2,330

¥Z,330

’ →

1号猟

01 533l Ol 533E50 1 533

533
．
５

55５
．
５

5

．
５

2023/04/2813:12

哩
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一
妬
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一
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３
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２
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ｌ
２

自動改札機自動改札機

自動改札蝿

SF利用

SF利用

￥350

¥0

３３． ３． \1,33C．

￥1口68 ．．．

号I →新静岡

雨一

○ ／533 444

／ 宮司可
’ 一一望

333

ZO23/04/2811:06

2023/04/2810:43

日励甜ﾈL観

自動改札桃

SF利用

SF利用

￥350

¥0

￥1，68 ．

》

￥2，0ｺ
一
コ

．
》
一
コ

．
》
一
コ 新静岡→

ol533 ２ 2023/04/2809:12 自動改札棚 SF利用 ￥350 ¥2,03 。 入江岡→新静岡
IF－－

1コ｡」 1 2023/04/2808:44 自動改札鮎 SF矛 ｣用gI 可 』、 ¥0手U ¥2,38C芋竺j回pU 入江岡→人辿l呵一少

。知、

１１

フ､ﾌｺﾉ､dﾉﾗRnR■a司 券売機 チャージ ¥1,000 ¥2J38C
！ ’－’

入江岡
l ll
1号似

ll ll

o 戸5329 ZOZ3/04/2519:03 白動的ｲL機 SF利用 ¥350
－－

￥1'380
－

F二コ
新靜岡→入江岡

新瞭岡→新瞭岡→
お〆■敏面

新恥岡

I 53zB

1 532フ 2023/04/2513:54

自動改札機

券売槻

SF利用

チャージ

¥0

¥1,000

￥1,730

￥1'730 1号棚
－

○ 15326 2023/04/2513:53 自動改札機 SF利用 ¥350 ￥730 入江岡→新静岡

2023/04/2513:29 自励改ﾈL機 SF利用 ¥0 ¥1,080 入江岡→
P5324 2023/04/2119:54 自動改ｷ腓A SF利用 ¥350 ￥1，080 新静岡→入江岡

-鍔 5323 2023/04/21ユ9:29 白9h曲ｫl舟挫 SF利用
－ －

¥0
－

￥1,430
ー

I 剛→

－計諺
一
一
○

貝コフフ

１
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２
２

３
３

５
５

口
、
ｒ

2023/04/2110:08

2023/04/Z109:4ユ

2023/04/2017:37

白動油札偲

自動改札機

自動改札側

SF利用

SF利用

SF利用

￥350

￥0

¥350

¥1f430

￥1，780

￥1,780

|入I

1入

’

副→新N’岡

岡→

岡→入江岡
J

／ 5319 2023/04/ZO17:10 自動改札機 SF利用 ￥0 ¥2fl30 新静岡→
O l 5318

5317

5316

ZO23/04/2010:56
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ｆ

Ｍ
｜
“

『
咽
》
Ｊ
Ｊ
－
Ｊ
Ｊ零

２０
Ｏ

Ｚ
２

一再L司碍凸1 4m

自動改札拠

券売機

SF利用

SF利用

チャージ

￥350

￥〔

￥1FODI

￥2,130

￥2，480

1入 閲一要鳫旦晶閲

入江岡→

入江岡 1号側

O '5315 2023/04/1718:03 自動改ｵLｲ坐 SF利用 ¥35C ￥ﾕ,480 ’ i岡～ｼ入江岡
－一

／ 5314

0 15313

ZOZ3/04/1717:34

2023/04/1713:52

白阻肥ｾｷu艦白阻肥ｾｷu艦

自動改札機

SF利用

SF利用

￥C
－

¥35〈

￥1．83 ３３

￥1，83
－
０

３３
－
０

３３
－
０

新静岡→

入江岡→新静岡

、5312

／旨5311

202ﾖ/04/1713:Z9

2023/04/1417923

一画■－L、■

万剖哩画丑

SF利用

升一ジ

￥0

¥100

2"18 ３
』
３
一

》

３
』
３ ．

３
』
３ ．

’

．

入江岡→

入江岡 1号塊

○ 5310

5309

2023/04/1417:23

2023/04/1416:54

自動改札櫟

自動改札挫

SF利用

SF利用

¥350

￥0

2,08 ．．．

2,43 ３３３

新静岡→入江岡

肝卿岡→1 J

0

53085308

K 5307

2023/04/1416:512oz3/04/1416:51

2023/04/1411:59

券売槻

自動改柵鵬

チャージ

SF利用

¥1,000

￥350

フ4目
■－『’一

３３

1J430

新静岡

入江岡→新静岡

3号槻

LS306 2023/04/1411:29 自動改ｷLｲ鵬 SF利用 ￥0 1I78I 入江岡→

q /5305 2023/04ﾉ1217:30 自動改札裸 SF利用 ¥350 1F78C 新踊岡→入江岡

l 5304 2023/04/1217:01 自動改札磯 SF利用 ￥0 2，13【 新静岡→

Q 15303 2023/04/1209:18 自動改札挫 SF利用 ¥350 2,13( 入江岡→新静岡
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様式第1－4号

雪量一]－軍三蚕

支出証拠書（自動車燃料代）

【 “月分】

前回給油 譲雲鶉寧誌篶 ！今回(直近の)給油B(領収書貼付分)A

年 月 日 年， 月 日

km km km

■■■■．

ること。

Vl正頁録ロ刀I｣うり=負目ノ
一

経費項目

事務費

※単価によ る ﾉuコメJｴﾍ‘ 二手41町（尚ノ x疋1丁I旧離（皿ノ

※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円)×走行灘(km)/総走行足鴎佳L上記c)b)
･充当限度割合による按分:領収書金額（円）×充当限麿害|IR､ ー

走行睡i(km) 積算方法※ 充当額（円）

？.P子 /了円×3〃okm/ krn /"rz

鐘支払証玲上記のとおり支払った(充当した)ことを証明し華議員氏名中澤通計■

く領収書貼付枠＞・
』

こかかる

ﾛ貝』{又帝 了…laノ

/6,'/1 円

宴分率(b)
／

/cD %

~元f自認真基山餌、己へUノ

/ら'ノユ円



’

月 日 内 容 行程 走行睡餓Ⅱ0

千(副1回
l当Jもー

久,<廷一

一

ミク
2－ 『炉'?尽一‐ 陰）一一一 t崎､zf

手<~渦､壱一(ー 茸一t､へ1，戸‘ 、 ／

､S、
ﾉつ

／
3

LI､~ －、 C'dp<"o(~--屍,忌
‘孟堯 ハ

ノ こ

牛
ｲ1琶_‘穴

豆宗
一一／唾②

8､S
上 ~<､やｨ爺

＝．

“
‘

＝イアド t'一一

§え
竺弓)趣 『

3,§‐
／~）
ノ

I~I~Iぽと零 ----- （莚9

父31‘（

(幻

jr/
？ 唆浸 ご秦千r謬芝

L~ q沙學 】

画z乳合、
《生-J-Fﾋｰｰ

士“ﾌ魂.f確些 Y〆）
/＃
〃' 傘鼻一

好粭塞

≧ア

巴 ･羊そ《等
一

､莚〕い{ぬ一一しい曇〉
〈 ｡（ !､｛ ・ 毒転
、戸

gg

/今 ﾌｰく隆一､'!f@2-!勾'一蕊'下
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I6

'三J キーユ偽"1皇 一一c"豆、1oWFp

畠芸 蒜誇砿些謁需爽｝ 児濟頂美 『ク
/3

ま{零一 』
拝

Ｌ
●

珂ぬ－－鳧"
7ざ
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』
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百一(く

筵 3c
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ー一
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様式第 ユー1号

支出証拠書

（今派楽．詳呂F辛在 上,｡,ｧ､ノ1-,日厚岸＝一． 里 、－ ．

ｚ
の
三
‐
ハ
ハ
、
や
、

■、■廟■■■■■■■■庫■■麺
■■■■■■■■■■■■■■■函11

■■■■■■■■■■国
■■■■■園

Ｉ ｸ時席

※泉分による支出がある場合は､領収書等の金額、
記入すること。 ．

按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

整理番号 ｜｜ 芋晨へz弓

経費項目
調査研究費･研修費･画鉱報費･藍熊情等働費･会議費･資料雑費･資繩肯入費･事務費.弱銅漬.灰屑

内 容 職員給与( y月分）
･ ’

年月 日 令和昼今年¥月1 日~令和さ-年y月zf日 金 額 今ぢ8ffo円
1

目的 政務活動を補助する職員を雇用

使．途

●

関連性

裳分の理由
政務活動と後援会活動

で泉分

令百Ⅱ▽妻今籟(画）

//ざ､Z9℃ 円

象分率(b)
1／2

％

号q力1口割屋一二 4、己へUノ

_今ろろ糖、
、

円


